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令和７年度　中学校・社会科

指導者用デジタル教科書（教材）と指導書（紙媒体）の
お得なセットを新発売!
授業準備から評価まで、先生方の ICT 活用をフルサポート。 

学習者用デジタル教科書 +教材セット、デジタル問題集など、
１人１台端末を有効活用できる学習者用教材も充実。
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令和7年度より、指導者用デジタル教科
書（教材）と指導書のセット商品を新発
売します。個別購入よりお得な価格です。ラインアップラインアップ

▶ 指導書扱い商品

▶ 普通品

▶ 普通品

指導書 指導者用デジタル教科書（教材） クラウド版付き 学習者用デジタル教科書＋教材セット クラウド版　※教員用無償ライセンスなし

学習者用デジタル教科書 クラウド版　※教員用無償ライセンスなし 

学習者用デジタル教科書 アプリ版　※学びコネクト非搭載、教員用無償ライセンスなし

mana.think@ デジタル問題集 （クラウド配信）　※教員用無償ライセンスあり

指導書 指導者用デジタル教科書（教材） アプリ版付き　※学びコネクト非搭載

※指導書単品

指導者用デジタル教科書（教材） クラウド版

【購入条件あり】同じ分野の指導者用デジタル教科書（教材）も購入が必要です（特別支援用を除く）。

教科書取扱書店よりご注文ください。

教科書取扱書店または代理店よりご注文ください。

教科書取扱書店または代理店よりご注文ください。

▶ 詳しい内容や体験版はWebサイトに掲載しています!

対応教科書番号 商品コード 税別価格（円） 税込価格（円）
地図 046-72 27100 79,000 86,900
地理 046-72 27200

各 88,000 各 96,800歴史 046-72 27300
公民 046-92 27400

対応教科書番号 商品コード 税別価格（円） 税込価格（円）

地図 046-72 63000 2,300 2,530

地理 046-72 63110

各 1,600 各 1,760歴史 046-72 63210

公民 046-92 63310

対応教科書番号 商品コード 税別価格（円） 税込価格（円）
地図 046-72 27110 76,000 83,600
地理 046-72 27210

各 85,000 各 93,500歴史 046-72 27310
公民 046-92 27410

対応教科書番号 商品コード 税別価格（円） 税込価格（円）

地図 046-72 63010 1,154 1,269

地理 046-72 63130

各 812 各 893歴史 046-72 63230

公民 046-92 63330

対応教科書番号 商品コード 税別価格（円） 税込価格（円）

地図 046-72 63020 1,154 1,269

地理 046-72 63140

各 812 各 893歴史 046-72 63240

公民 046-92 63340

分野 商品コード 税別価格（円） 税込価格（円）

地理 63100 800 880

歴史 63200 800 880

公民 63300 500 550

対応教科書番号 商品コード 税別価格（円） 税込価格（円）
地図 046-72 22010 16,000 17,600

地理 046-72 22100

各 17,000 各 18,700歴史 046-72 22200

公民 046-92 22300

対応教科書番号 商品コード 税別価格（円） 税込価格（円）
地図 046-72 62000 80,000 88,000
地理 046-72 62100

各 90,000 各 99,000歴史 046-72 62200
公民 046-92 62300

デジタル教科書
・教材

指導書 mana.think@
デジタル問題集

教科書紙面

教科書紙面

教科書紙面

教科書紙面

デジタルドリル

教科書紙面

教科書紙面

コンテンツ

コンテンツ

コンテンツ

コンテンツ

指導書
（紙媒体＋Webサポート）

特別支援機能
※地図帳は非搭載

特別支援機能
※地図帳は非搭載

特別支援機能
※地図帳は非搭載

特別支援機能
※地図帳は非搭載

特別支援機能
※地図帳は非搭載

特別支援機能
※地図帳は非搭載

授業支援ツール
※地図帳は非搭載

授業支援ツール
※地図帳は非搭載

授業支援ツール
※地図帳は非搭載

学習ツール

学習ツール

※学びコネクトの一部のみ
学習ツール学習ツール

学習ツール

指導書
（紙媒体＋Webサポート）

指導書
（紙媒体＋Webサポート）

セ ット 商 品 や デ
ジタル教科書単
品 に 加 え て、 指
導書を複数冊追
加で購入するこ
とも可能です。 

指導者用商品 学習者用商品 デジタル教科書の使用範囲：校内フリーライセンス（1ライセンスで所属の教員が全て使用可能)
デジタル教科書の使用期間：対応教科書の使用期間に準ずる

使用範囲：１ユーザーにつき１ライセンス
使用期間：使用生徒の卒業年度末まで

※ 令和６年
10月下旬
公開予定※アプリ版とクラウド版の違いについては、裏表紙をご覧ください。
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デジデジタル教科書・教材

ビューアの基本機能

ラインアップ別 搭載機能一覧

学習ツール

ビューアの基本機能
→p.3

学習ツール
→p.4

コンテンツ
→p.5-8

授業支援ツール
→p.9-10

地
理
・
歴
史
・
公
民

❶学習者用
デジタル教科書 学びコネクトの一部のみ

― ―

❷学習者用
デジタル教科書+教材セット ―

❸指導者用
デジタル教科書（教材）

地
図
帳

❹学習者用
デジタル教科書 特別支援機能を除く 学びコネクトの一部のみ

― ―

❺学習者用
デジタル教科書+教材セット 特別支援機能を除く

―

❻指導者用
デジタル教科書（教材） 特別支援機能を除く

―

現行版と同じ「超教科書ビューア」を使用しています。より速く教科書紙面やコンテンツを表示 
できるようになりました。

「個別最適な学び」 と 「協働的な学び」 をサポートする新機能を搭載しています。

教科書のQRコンテンツにすぐにアクセスできます。

対応商品 ❶❷❸❹❺❻　※❹❺❻は特別支援機能を除く

対応商品 ❶❷❸❹❺❻　※❶❹は学びコネクトの一部のみ

拡大・縮小、書き込みができ、学習履歴はクラウド上に自動 
保存できます。　※容量制限があります。

超紙面
1人1台端末での利活用に特化した紙面表示方法
です。紙の教科書のレイアウトにとらわれず、見
開きの内容を見やすく表示することができます。
本文エリアをスクロールすると、表示されてい
る本文に対応した資料が資料エリアに自動で表
示されるようになっています。

資料
エリア

本文
エリア

学びコネクト
学習要素ワード（紙面タイトル・重要語句）を検索すると、関連した教科書紙面やコンテ
ンツが自動で抽出され、閲覧することができます。書目間の行き来がしやすくなるた
め、分野を連携させた学びを実現できます。
※連携するすべての教材の購入が必要です。※アプリ版ではご利用いただけません。
※コンテンツ表示はデジタル教科書+教材セットを購入した場合のみ表示されます。

例えば、地理的分野で歴史
的景観の保全について学習
する際に、地図帳の歴史・
文化・観光に関する地図
や、歴史的分野の関連資料
を調べることができます。

関連する内容を表示

◀地理的分野p.208-209
　 古都京都・奈良と歴史的景観

の保全

▲地図帳p.109-110①近畿地方の歴史・文化・観光 ▲歴史的分野p.423平城京

▲ 歴史的分野動画コンテンツ
「東大寺の大仏」

まとめも
教科書本文をなぞるなどしてカードを作成し、自分の考えを思考ツール上で整理・構造
化することができます。地理・歴史・公民教科書に沿ったオリジナル思考ツールテンプ
レートを収録しています。地図帳には白地図テンプレート集を収録しています。
指導書（指導・評価編）や指導者用デジタル教科書（教材）の授業支援ツールには、「まと
めも」を使用した単元計画や評価規準を収録しています。（本資料p.10、15-16）

▲公民的分野の思考ツールの例

▲歴史的分野の思考ツールの例

▲地理的分野の思考ツール記入例

教科書本文をなぞって
カードを作成

オリジナル思考
ツールに配置

音声読み上げ、総ルビ表示、白黒反転機能も搭載し、多様な特性に対応した学びをサポートします。

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

「個別最適な学び」を実現

「協働的な学び」を実現

※地図帳は非搭載
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コンテンツ（地理/歴史/公民）
教科書の学びを深める、デジタル教材ならではのコンテンツを豊富に収録しています。

レイヤーコンテンツ 教科書図版の要素を任意に選択して表示することができます。注目したい要素や
要素どうしの関連性が読み取りやすくなります。

▼すべての要素を表示した図 ▼選択した要素を表示した図

▼選択した要素を表示した図

動画コンテンツ 教科書内容に沿ってNHKエンタープライズと共同作成した動画を収録しています。また、教
科書のQRコンテンツのNHK for School動画も教科書紙面からワンクリック閲覧できます。

▲例えば、地理では地形の様子やその地形ができるメカニズムについて、わかりやすく解説しています。

動画収録予定数
地理的分野 歴史的分野 公民的分野

デジタル教科書オリジナル動画 67本 57本 42本

QRコンテンツ動画 163本 108本 67本

…

写真で発見！
世界の気候

気候の概念とその分布について、さまざまな気候帯の写真や雨温図を座標軸で整
理したり、地図上に配置したりと段階を踏んで学習しながら理解を深めることが
できます。

地理注目コンテンツ

タイムトラベル名探偵！ 「タイムトラベル」に描かれている江戸時代の農村を3D再現し、登場人物との会話
などを通して、没入感をもって時代の特徴を学習することができます。

歴史注目コンテンツ

ぱんSim
～パン屋さん経営大作戦～

アクティビティに挑戦「パン屋さんをつくろう」コーナーと連動し、生徒がパン屋
さん経営をシミュレーションでき、経済単元で大切な用語や概念を学習すること
ができます。

公民注目コンテンツ

コンテンツの体験やその他の機能についてはこちらからご覧ください▶

▼すべての要素を表示した図

共通地 歴 公

共通地 歴 公

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

https://ict.teikokushoin.co.jp/07jh_campaign/trial/index.html

対応商品 ❶❷❸❹❺❻
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地図帳の内容をわかりやすく表示したり、深めたりできるコンテンツを収録しています。

主題図コンテンツ 地図帳に収録されている地域別の主題図について、「分ける」「比べる」「重ねる」こと
ができます。多面的・多角的な視点で地図を読み解く力を育成できます。

複数の地図を重ねて表示して、関係性を
考えることができます。

レイヤー切り替え 自然、交通、都市、産業などのレイヤー（表示項目）の中から、表示要素を選ぶことが 
できます。相互の関係に着目して、社会的事象を比較したり、関連付けたりできます。

▲すべて選択 ▲自然と農業を選択 ▲工業と交通を選択

アンケート集約地図化
ツール

教員が配信したアンケートに生徒が答えると回答結果を地図化して表示する
ことができます。
※ こちらの機能は指導者用デジタル教科書と、学習者用デジタル教科書+教材セットを両方購入した

場合に使用できます。

統計見えマップ

距離計測・面積比較 (日本) 特別支援教育対応 『みんなの地図帳』

統計データを地図化し、数字からはイメージしづらい分布や傾向性についても視覚的に理
解できます。 また「自然」や「農業」といったテーマ別、「日本」や「アングロアメリカ」といっ
た地域別で検索し、地図を表示することができます。

さまざまな特性を持った子どもたちにも見やすい地図
帳です。記載要素を絞り、県境や海岸線などを通常の
地図よりも太い線で記載しています。デジタル教材で
は、地図を要素ごとにレイヤーを切り替えて表示する
こともできます。

地点間や円、自由曲線で距離を計測することができま 
す。また、日本列島を一枚で見られる地図から、各都
道府県や地方別のシルエットを自由に動かして面積を
比較できます。

NEWNEW NEW

NEW

NEW

NEW

コンテンツ（地図帳）

分ける 比べる

重ねる

▼市区町村ごとの集計表示

▲都道府県別の集計表示

対応商品 ❶❷❸❹❺❻
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授業支援ツール（地理/歴史/公民）

導入の例

整理の例

展開の例

単元と問いの構成/
本文ページ授業展開案

指導書（指導・評価編）と同様の紙面を、デジタル教科書からすぐに 
閲覧できます。

PDF
本資料p.13–14にサンプルを掲載しています。

授業スライド 指導書（指導・評価編）に掲載している授業展開例を10～15枚のスライド
にまとめ、1時限分ごとに収録しています。令和3年度版デジタル教科書
から操作性を向上させ、すぐに起動できるようにしています。超教科書ビューア

導入事例を通して対話を促したり、学習課題を共有したりできます。

学習課題に沿った動画などのコンテンツを活用できます。

学習後の振り返りを促したり、「確認しよう」「説明しよう」を共有したりできます。

デジタル教科書　章・節まとめ案 学習者用デジタル教科書+教材セットの「まとめも」に収録している思考
ツールを活用したまとめ案や、評価のポイントを収録しています。

PDF

NEWNEW

本資料p.15–16にサンプルを掲載しています。

デジタル版
見通し・振り返りシート

「見通し・振り返りシート」をGoogle Workspaceで運用し、生徒の回答
を自動集計することができます。

スプレッドシート

NEWNEW

2   3

学習の前に

デジタル教科書
節まとめ案

節まとめの問い

　近畿地方
３部３章３節

節まとめのプロセス

白地図を使った解答例

評価規準の具体例

指導計画例

p.199 ～ 216 地理的な見方・考え方の着眼点
位置や分布　　場所　　人間と自然の関わり　　他地域との結びつき　　地域の特徴

白地図でまとめるメリットと留意点
• 白地図でのまとめには、地理的な見方・考え方に基づき、地形や気候など（自然条件）と、人口増加による開発や産業の発

展に伴って求められてきた環境保全の取り組みなど（社会条件）の双方を踏まえて思考し、自分なりに表現する力が求めら
れる。このまとめ課題を通じ、知識及び技能の習得のみならず、生徒の資質・能力を総合的にバランスよく育むことが可能
となる。

• 近畿地方の白地図まとめの作成では、教科書 p.203 ⑧から近畿地方の北部・中央部・南部の気候の特徴を最低限留意させ、
より発展的には各府県の人口や教科書 p.204 ②を参考に近畿地方の人々の琵琶湖・淀川水系の利用割合を調べるなど、デー
タから判断できる内容を追記して客観性の高い白地図まとめになるよう助言する。

評価のポイント
• 複数の資料をもとに、近畿地方の北部・中央部・南部の気候の特徴の違いを表現している。
• 近畿地方の人口分布と琵琶湖・淀川水系の水の利用率の関連について説明している。
• 気候の違いが水資源の分布や生活・産業への利活用に関連することを説明している。
•  ため池やリサイクル水の活用、水質改善の取り組みなど、琵琶湖・淀川水系以外の水資源の確保とその保全について複数の

視点で述べている。
これらの条件をすべて満たしていれば A 評価とする。

• 近畿地方は地形と気候の特徴から北部・中央部・南部の三つの地域に分けられる。中央部に広がる京阪神大都市圏は、南北
に位置する山地や高地によって季節風が遮られるため年間を通して降水量が少ないことに気付かせる。京阪神大都市圏の人
口や産業を支えるために、琵琶湖・淀川水系やため池といった複数の水資源を生活・農業・工業用水などに利用して自然と
共存している人間の営みに着目させる。

近畿地方の人口の増加や産業の発展と水（生活・農業・工業用水など）にはど
のような関連があるのだろうか。水資源の分布に着目して白地図にまとめよう。

1.  はじめに、節まとめの問いに対して自分なりの答えを白地図でまとめていくことを示し、学習の見通しをもたせる。
2. 毎時間の整理で、節まとめの問いに関わる必要なカードを作成させ、節まとめの問いと毎時間のつながりを確認させる。
3.  毎時間の整理を基に、「まとめも」の機能を活用し、カードに関する補足説明をしたり、カードの色を変えて分類したり、カー

ドどうしを矢印でつなげて関連性を考えたりしながら、節まとめの問いに対して構造化させて自分の答えをまとめていく。
　※オレンジ色の作成したいカードについては、節のまとめでは必須語句となるため、作成していない生徒がいれば作成を促す。

　近畿地方の中央部は、季節風が運ぶ湿った空気が南北に広がる山地や高地に遮られて降水量が少ない。そのため、人口増加の
なかで市街地を広げてきた京阪神大都市圏の生活や産業は琵琶湖・淀川水系の水に支えられている。これらの水を今後も利用し
続けるために、大阪湾沿岸の地域では地下水の汲み上げすぎによる地盤沈下の対策としてリサイクル水を利用したり、播磨平野
や奈良盆地では水不足に備えるために農業用のため池が多く作られたりするなどの様々な工夫が見られる。

知識・技能
・ 地図や資料を活用し、近畿地方の自然環境や歴史的景観の保全などの特色ある事象を読み取り、近畿地方の地域的特

色を理解している。

思考・判断・
表現

・ 自然環境や歴史的景観の保全に関わる取り組みを、人口の分布や住民の生活および産業の変化などと関連付けながら、
原因と対策、効果の面から多面的・多角的に考察し、表現している。

主体的に学
習に取り組
む態度

・ 近畿地方について、よりよい社会の実現を視野に、自然環境や歴史的景観の保全の視点からみた人々の生活や産業の
課題を、主体的に追究しようとしている。

項目 本時の目標 端末活用 作成したいカード

１
近 畿 地 方 の
自然環境

(1) 近畿地方は地形や気候の特色から、大きく三つの地域に分
けられることを理解することができる。

(2) 近畿地方では、中央部に平野や盆地が広がり、人口が集中
していることを理解することができる。

白地図の提示

読図・カード作成

白地図で整理

琵琶湖 淀川 中国山地

丹波高地 紀伊山地 リアス海岸

季節風 黒潮 ため池

２
琵琶湖の水が
支える京阪神
大都市圏

(1) 琵琶湖と淀川の水質保全が重要である理由を、人口や都市
の視点と関連付けて考察できる。

(2) 琵琶湖の水を守る取り組みの歴史的な経緯を理解し、環境
保全の大切さに気付くことができる。

図版の読み取り

読図・カード作成

白地図で整理

京阪神大都市圏 ニュータウン

琵琶湖・淀川水系 水質悪化

水質改善

３
阪 神 工 業 地
帯 と 環 境 問
題 へ の 取 り
組み

(1) 阪神工業地帯の臨海部の工業地帯の変容を、環境対策の視
点などから理解することができる。

(2) 中小企業の高い技術を受け継いでいくための取り組みや、
地域住民と共存していくための取り組みについて調べ、課
題の解決について考察することができる。

カード作成

白地図で整理

阪神工業地帯 地盤沈下

大気汚染 公害 水の再利用

中小企業

４
古都京都・奈
良 と 歴 史 的
景観の保全

(1) 京都や奈良では、歴史的な景観や文化財を保全し、観光資
源として生かしていることを理解することができる。

(2) 京都や奈良の人々が、歴史的な景観や文化財の保全に取り
組んでいる理由を考察することができる。

カード作成

白地図で整理
古都 伝統的工芸品   

5
環 境 に 配 慮
し た 林 業 と
漁業

(1) 近畿地方の林業や漁業では、環境保全のためにどのような
取り組みを行っているかを理解することができる。

(2) 近畿地方の林業は、森林管理の技術を受け継ぐ若い後継者
が少ないことが課題であることに気付き、どのようなこと
ができるかを考察することができる。

カード作成

白地図で整理

環境林 熊野古道 観光客の増加

日本海 干潟の再生 里海

節のまとめ まとめ・発表・提出

※カードの配色は解答例の凡例の通りである。配色は一例であり、凡例は生徒に自由に作成させて良い。

※超教科書ビューアの「マイリンク」機能を使用して教科書図版や生徒が各自で調べた関連資料などをリンクさせている。

※デジタル教科書オリジナルの問いです

2   3

学習の前に

デジタル教科書
章まとめ案

章まとめの問い

　武家政権の展開と世界の動き

章の問いを考察する観点と留意点

４章 p.105 ～ 160

マイ年表の意図・メリット

評価のポイント

●年表は最良の思考ツール

● ICT 機器の普及で、試行錯誤しながら年表を作成

マイ年表を使った解答例

•	 	　	この学習問題には、三つの社会的事象の歴史的な見方・考え方が働く問いが内包されている。それは「どのようにして全国
を統一した政権は誕生したのだろうか」「全国を統一した政権は、どのような政策を進めたのだろうか」「幕藩体制の確立に
よって社会はどのように変化し、なぜ改革が行われたのだろうか」というものである。またこれらの問いについて考える上
で、世界とのかかわりに着目することも必要である。この学習問題は、近世という時代の特色をとらえることに直結してい
る問いになってもいる。

•	 　	今回は、この三つの問いに対応した年表の視点（「①　豊臣秀吉による全国統一」「②　幕藩体制の確立と経済成長」「③　
経済成長と幕府政治の改革」）を設定したが、ここには生徒にそれぞれの時代の特色を示す言葉を入れてもらいたい。また、
これらの視点を「日本の出来事」とすることで、変化に着目した歴史的な推移を視覚的にとらえることが容易になる。また、
マイ年表の三分の一程度を「日本と世界との関わり」として分けることで、近世の日本社会の変化における外国からの影響
をとらえやすくなる。

　 全国統一が果たされたことによる変化は、大きく三つあります。一つ目は、豊臣秀吉の政策によって身分制に基づく社会の土
台がつくられたことです。二つ目は、幕藩体制の成立によって社会が安定したことです。三つ目は、貨幣経済の広まりや生産力
が向上して経済が発展した一方で、新たな課題が生じ、幕府政治の改革がなされたことです。また、さかんだった外交・貿易が、
キリスト教を脅威に感じた江戸幕府によって統制されるようにもなりました。つまり近世という時代の特色は、日本全体を一つ
の強い権力が支配する仕組みが確立され、外国からの影響をコントロールしていたことで、安定した社会が成り立った時代であ
るということです。

全国を統一する政権の誕生によって、社会はどのように変化したのだろうか。
「マイ年表」でまとめよう。

章まとめのプロセス

歴史的な見方・考え方の着眼点

1.	 「いつどこでどのようなことが起きたか」を位置付けることから始めさせる。学習問題の答えに関係していそうな出来事を
教科書から抽出し、カードを作成させる。

2.	 次に関連している出来事（カード）を矢印で結んだり、共通点のある出来事（カード）を線で囲んだりしながら「なぜ起き
たか」「どのような影響を及ぼしたか」を表現させる。

3.	 章（大単元）をつらぬく学習問題の答えが見え始めたら、修正・追記をしながら、視点や色づかいや図版資料の配置なども
工夫して、問いに正対したわかりやすい年表にまとめ上げさせる。

【推移】　展開　　変化　　継続　　　【時代・年代】　時期　　年代
【相互の関連】　背景　　原因　　結果　　影響　　　【比較】　類似　　差異　　特色

•	 学習問題の答えについて、正確な知識に基づきながら、適切な年表の視点を設定し、教科書等の資料を活用しながら、わか
りやすいデザインで年表を作成している。

•	 学習問題の答えについて、「いつどこでどのようなことが起きたか」だけではなく、「なぜ起きたか」「どのような影響を及
ぼしたか」「前の時代とどのように変わったか」「どのような時代だったか」「それはどのような意義があるのか」などを年
表で表現している。

これらの条件をすべて満たしていれば A評価とする。

　章（大単元）をつらぬく学習問題を設定し、その答えをまとめる学習活動は、学習指導要領において「我が国の歴史の大きな
流れ」を「各時代の特色を踏まえて理解する」という歴史的分野の学習の基本的なねらいを踏まえる意味でも、本時の学習の目
的を明確にするためにも、各章の学習内容の定着を図るためにも、ますます重要な学習活動になっている。その章（大単元）を
つらぬく学習問題の答えのまとめ方の１つとして、マイ年表の作成は効果的であると考える。

　近年、学習内容を視覚化できる思考ツールを導入した授業がさかんであるが、年表は、歴史的分野の学習における最良の思考
ツールではないだろうか。なぜなら、年表を作成しこれを活用することで、社会的事象の歴史的な見方・考え方を働かせること
ができるためである。例えば、歴史的な出来事を年代に位置付けると「いつどこでどのようなことが起きたか」をとらえること
ができる。その出来事を線で結び付けてコメントを書き加えれば「なぜ起きたか」「どのような影響を及ぼしたか」も視覚化できる。
章ごとに作成した年表を比較することで「前の時代とどのように変わったか」「どのような時代だったか」を考察する資料にも
なる。古代から現代までの年表がそろうことで「それはどのような意義があるのか」「歴史を振り返り、よりよい未来の創造の
ために、どのようなことが必要とされるのか」といった問いの答えを構想することもできるようになるだろう。章（大単元）を
つらぬく学習問題の答えを文章のみでまとめる方法もあるが、生成 AIが普及している現在においては公正な評価の面で課題が
ある点にも留意したい。

　一人一台のタブレット PCの配付や教育アプリの導入など、授業の ICT 化が進むことで、マイ年表によるまとめはだれでも容
易にできる学習活動になった。方眼紙等に鉛筆や色ペンで年表を作成する場合よりも、生徒によるデザインの巧拙の差が表れに
くいため、生徒は学習活動のねらいに焦点を当てて作成しやすく、授業者も評価しやすい。
　なにより、紙とペンで作成することと比較してのもっとも大きなメリットは、マイ年表は修正や追記が容易であるため、ああ
でもないこうでもないと、試行錯誤しながら年表を作成できることである。紙とペンでは、修正や追記が困難であることで完成
形のイメージが最初から必要となり、社会科に苦手意識のある生徒にとっては作り始めるまでのハードルが高くなってしまう。
このメリットを生かせば、毎時の授業の予習や復習の中で、少しずつ作成していくことも可能になる。例えば、日々の授業の予
習や復習として「いつどこでどのようなことが起きたか」を年表に位置付けさせ、節（中単元）が終わるごとに「なぜ起きたか」
「どのような影響を及ぼしたか」を表現させておけば、章（大単元）が終わってからのマイ年表づくりへの生徒の負担も分散でき、
かつ家庭学習の習慣の定着の一助にもなるものと考える。これを評価計画に組み込むことで、主体的に学習に取り組む態度の評
価材料とすることも可能になるだろう。

※デジタル教科書オリジナルの問いです

※カードの配色は、人物を「黄」、政治を「黄緑」、経済を「青」、文化を「オレンジ」、世界の出来事や世界とのかかわりを「緑」とした。
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学習の前に

デジタル教科書
節まとめ案

節まとめの問い

　民主主義と日本国憲法
２部 1 章 1 節

節まとめのプロセス

思考ツールを使った解答例

使用した思考ツールと選定理由

評価のポイント

評価規準の具体例

指導計画例

現代社会の見方・考え方の着眼点p.30 ～ 41

項目 本時の目標 端末活用 作成したいカード

１
民主主義と
立憲主義

(1) 国家権力とは何かを理解できる。
(2)�国家権力をよりよく正しく使うために重要な民主主義や立憲主義
の考え方について説明できる。

思考ツールの提示

カード作成

思考ツールで整理

権力 � 国家権力

多数決 � 民主主義 � 憲法

立憲主義

２
人権保障と
法の支配�

(1)�人権の保障がどのような歴史過程をたどって実現してきたのかに
ついて、諸資料の読み取りを通して理解できる。

(2) 法の支配を実現するために必要なことについて説明できる。

カード作成

思考ツールで整理

人権 � 基本的人権 � 法の支配

人の支配 �

３
日本国憲法
の成立と特
色�

(1)�大日本帝国憲法と日本国憲法の違いから、日本国憲法の特色を理
解できる。

(2)�日本国憲法の成立過程を、大日本帝国憲法と日本国憲法の人権に
対する考え方の比較や、帝国議会の成立過程への関わりなどから
考察できる。

カード作成
日本国憲法

憲法の三大原理 � 権力の分立 �

４
日本国憲法
における国
民主権

(1)�国民が主権をもつという考え方や、国民主権の具現化の方法につ
いて理解できる。

(2)�日本国憲法で国民主権が定められていることの意義を説明できる。

カード作成

思考ツールで整理
主権 � 国民主権 � 主権者 �

5
日本の
平和主義

(1) 日本国憲法が定める平和主義の考え方について理解できる。
(2)�日本国憲法が平和主義をどのように定め、日本が平和主義を守る
ために行っていることについて説明できる。

カード作成 平和主義

節のまとめ まとめ・発表・提出

民主的な社会では、なぜ法に基づいて政治が行われることが大切なのだろうか。

1.��はじめに、節まとめの問いに対して自分なりの答えを思考ツールでまとめていくことを示し、学習の見通しをもたせる。
2.�毎時間の整理で、節まとめの問いに関わる必要なカードを作成させ、節まとめの問いと毎時間のつながりを確認させる。
3.��毎時間の整理を基に、「まとめも」の機能を活用し、カードに関する補足説明をしたり、カードの色を変えて分類したり、カー
ドどうしを矢印でつなげて関連性を考えたりしながら、節まとめの問いに対して構造化させて自分の答えをまとめていく。

　※オレンジ色の作成したいカードについては、節のまとめでは必須語句となるため、作成していない生徒がいれば作成を促す。

4.��構造化させる前段階として、生徒の実態に応じて節まとめの問いと逆の問い「もし、法に基づく政治でないなら」をキャンディ・
チャートで整理する作業を挟むと整理しやすくなる。

　民主的な社会では、国民が決定に参加することが必要であり、国家権力の濫用や市民の権利侵害を防ぐ法が必要となる（立憲
主義）。また、個人の尊重や人権保障を実現するためには法の支配も欠かせない。法の支配を実現するには、主権者である国民
が制定した憲法による政治が必要であり、憲法で権力分立を定めることにより、権力の濫用を防ぐことができる。日本国憲法で
は、国民主権・平和主義・基本的人権の尊重を三大原理とし民主的な社会を実現しようとしている。

•� �大きな問題点を「魚の頭」、その原因を「中骨」「小骨」と記入していくことで、問題への対策を分析するときに用いる方法で
あるフィッシュボーンを使用した。
•� �フィッシュボーンを使用する理由は、節まとめの問いに対し多面的・多角的に捉え、学習内容を構造化させることに適してい
るためである。例えば、問題の解決策を検討する場面で、頭に問題（テーマ）、中骨に視点、小骨に具体的事実（具体例）な
どを書くことで、問題の要因分析に役立てることができる。本節は、節まとめの問いをテーマ（頭）にし、答えの核となる部
分を背骨とし、その答えを構成する要素を中骨で整理し、その要素に関連する事実（具体例など）の配置を考えさせ、節の問
いへの答えの構造化をねらいとしている。
•�  節まとめの前段階として、仮定・条件に基づいて結果を書き、その根拠を明確にするキャンディ・チャートを使用した。
•� �キャンディ・チャートを使用する理由は、節まとめの問いにある「法に基づく政治」が困難な歴史過程をたどりながら実現し
てきたものであることを想起させることや考えさせることに適しているためである。

•�「個人の尊重と法の支配」「民主主義」などの見方・考え方を働かせて説明している。
•� 民主主義や立憲主義の考え（国家権力の濫用を防ぐために憲法が必要）を示している。
•� 法の支配を実現することが必要であることや、個人の尊重が重要であることを説明している。
•�「立憲主義」「民主主義」「日本国憲法の三大原理」「法の支配」に関わる具体的事実を正しく選択している。
これらの条件をすべて満たしていれば A評価とする。

知識・技能
・�立憲主義の意義と法に基づく政治の大切さ、日本国憲法の三大原理、国民主権の意義と天皇の地位について理解し、そ
の知識を身に付けている。

思考・判断・
表現

・�民主的な社会生活に関わるさまざまな事象から学習課題を見出し、｢対立と合意｣ ｢効率と公正｣ ｢個人の尊重と法の支
配｣ ｢民主主義｣ などの見方・考え方を働かせて、多面的・多角的に考察し、表現している。

主体的に学
習に取り組
む態度

・�民主的な社会生活に関わるさまざまな事象を基に、よりよい社会を考え、学習したことを社会生活に生かそうとしている。
・�p.41「節の問いをまとめよう」について、p.70「節の振り返り」の図を完成させ、節の問いの答えを自分なりにまとめ
ている。

対立と合意　　効率と公正　　個人の尊重と法の支配　　民主主義　　分業と交換　　希少性　　協調　　持続可能性

※デジタル教科書オリジナルの問いです

年表まとめ案

◀先生用集計画面のサンプル。
設定したキーワードが含まれているかを自動で
抽出表示できます。

思考ツールまとめ案

地図まとめ案

まとめスライド まとめを行うときに生徒に気づきを促す、提示用スライドをご用意します。

対応商品 ❶❷❸❹❺❻
指導者用デジタル教科書（教材）には、先生向けの支援ツールをご用意しています。
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　このページは、本単元の学習内容をもとに、「観光における課題」を体験的
に学ぶことができる。教 p.208-209 の本文やコラム「未来に向けて」、報道
されているニュースなどを参考に、「場所」や「地域の特徴」を踏まえ、「観光」
を多面的・多角的にとらえて、持続可能な観光を追究してみるとよい。

　近畿地方の学習は「環境」を注目する
視点に据えながら展開しているが、こ
のコラムでは「産業」に視点をあてなが
ら地域を追求すると、どのような特徴
がみえてくるかの一つの事例を掲載し
ている。このよ
うな事例を参考
に、別な視点で
授業を構成して
みると、違った
地域の見え方が
してくるのでお
もしろい。

　 p.214-215　持続可能な観光について考えよう教 環境につちかわれた
産業の発展のために

p.202-203

近畿地方の 
自然環境

近畿地方は、地形や気候にどのような特徴
がみられる地域なのだろうか。 Wシート

近畿地方の北部・中央部・南部にみられる特徴的な地形を、図1や地図帳
で確認しよう。
近畿地方の気候の特徴を、北部・中央部・南部に分けて説明しよう。
Wプリント

p.204-205

琵琶湖の水が支える
京阪神大都市圏

京阪神大都市圏の水源である琵琶湖とその
周辺では、水質や環境の保全のために、ど
のような取り組みが行われてきたのだろう
か。 Wシート

琵琶湖・淀川水系の給水区域内にある主な都市を、図2や地図帳で確認し
よう。
琵琶湖の周辺で、水質を保全するために行われてきた取り組みについて説
明しよう。Wプリント

p.206-207

阪神工業地帯と
環境問題への取り組み

阪神工業地帯では、工業の発展と共に生じ
た課題をどのように解決しようとしてきた
のだろうか。 Wシート

阪神工業地帯では、かつてどのような公害が発生したのか、本文から書き
出そう。
阪神工業地帯において、発生した環境問題に対して行われてきた取り組み
について説明しよう。Wプリント

p.208-209

古都京都・奈良と
歴史的景観の保全

京都と奈良では、歴史的景観を保全するた
めに、どのような取り組みを行っているの
だろうか。 Wシート

「古都」とよばれる京都と奈良における観光資源の例を、本文から書き出そ
う。
京都と奈良において、歴史的景観を保全するために行っている取り組みに
ついて説明しよう。Wプリント

p.210-210

環境に配慮した
林業と漁業

近畿地方では、森林の保全や水産資源の保
護のために、どのような取り組みが行われ
ているのだろうか。 Wシート

紀伊山地の林業で課題となっていることを、図3や本文で確認しよう。

近畿地方で行われている、森林の保全や水産資源を保護するための取り組
みについて説明しよう。Wプリント

1

2

3

4

5

▲ 教 p.212

▲教 p.216

▲ 教 p.213

毎次の学習の振り返り　 確認しよう 　 説明しよう 節の振り返り
※Wプリント Web サポート「授業プリント」
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近畿地方
教科書、教科書解説編　p.200〜216
　  　関連ページ 本書　p.230〜243

単元と問いの構成
3部 3章 3節

評価規準の具体例

目標

知識・技能
・ 図や資料を活用し、近畿地方の自然環境や歴史的景観の保全などの特色ある事象を読み取り、近畿地方の地域
的特色を理解している。

思考・判断・表現
・ 自然環境や歴史的景観の保全に関わる取り組みを、人口の分布や住民の生活および産業の変化などと関連づけ
ながら、原因と対策、効果の面から多面的・多角的に考察し、表現している。

主体的に学習に
取り組む態度

・ 近畿地方について、よりよい社会の実現を視野に、自然環境や歴史的景観の保全の視点からみた人々の生活や
産業の課題を、主体的に追究しようとしている。

環境保全を中核とした考察の仕方をもとにして、空間的相互依存作用や地域などに着目して、主題を設けて課題を追究したり解
決したりする活動を通して、以下の資質・能力を身に付ける。
⑴近畿地方について、その地域的特色や地域の課題を理解する。
⑵環境を中核とした考察の仕方で取り上げた特色ある事象と、それに関連する他の事象や、そこで生ずる課題を理解する。
⑶ 近畿地方において中核となる事象の成立条件を、地域の広がりや地域内の結び付き、人々の対応などに着目して、ほかの事象
やそこで生ずる課題と有機的に関連付けて多面的・多角的に考察し、表現する。

見通し・振り返りシート　3部 3章 3節

※目標や評価の観点の数は実態に合わせて調整してください。

3節
の問い

近畿地方での環境保全の
取り組みは、人口増加や
産業発展のなかで、どの
ように行われてきたのだ
ろうか。

地域の特徴
見方・考え方

▲教 p.200-201

p.202-203

近畿地方の 
自然環境

近畿地方は、地形や気候にどのような特徴
がみられる地域なのだろうか。 Wシート

近畿地方の北部・中央部・南部にみられる特徴的な地形を、図1や地図帳
で確認しよう。
近畿地方の気候の特徴を、北部・中央部・南部に分けて説明しよう。
Wプリント

p.204-205

琵琶湖の水が支える
京阪神大都市圏

京阪神大都市圏の水源である琵琶湖とその
周辺では、水質や環境の保全のために、ど
のような取り組みが行われてきたのだろう
か。 Wシート

琵琶湖・淀川水系の給水区域内にある主な都市を、図2や地図帳で確認し
よう。
琵琶湖の周辺で、水質を保全するために行われてきた取り組みについて説
明しよう。Wプリント
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阪神工業地帯では、工業の発展と共に生じ
た課題をどのように解決しようとしてきた
のだろうか。 Wシート

阪神工業地帯では、かつてどのような公害が発生したのか、本文から書き
出そう。
阪神工業地帯において、発生した環境問題に対して行われてきた取り組み
について説明しよう。Wプリント
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4
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毎時の学習の見通し　 学習課題節の学習の見通し
※ Wシート  Web サポート「見通し・振り返りシート」
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学習を
振り返ろう

124

評価規準の具体例

章の問い

節の問い 解答例 A基準の例 B基準の例

１節

民主社会では、なぜ
法に基づく政治が大
切なのだろうか。

歴史上、人の支配で多くの人が苦しんだ経験があり、国家権
力の濫用を防ぎ、正しく使うために、民主主義と立憲主義の
考え方が重要だからである。また、民主社会では国家がそれ
ぞれの国民を一人の人間として尊重し人権保障を実現するた
めに「法の支配」が欠かせないからである。🆆🆆

Ｂ基準に加え、「民主
主義」「個人の尊重と
法の支配」を踏まえて
書かれている。

立憲主義の意義と法
に基づく政治の大切
さから書かれている。

２節

日本国憲法では、な
ぜ基本的人権が保障
されているのだろう
か。

憲法の権利保障の規範が「個人の尊重」であり、「個人の尊重」
を実現するために基本的人権が保障されなければならないか
らである。また、歴史上の反省から、国家から不当に強制や
命令をされるなどの国家権力の濫用を防ぎ、すべての国民を
法の下に平等とし、人間らしい生活を保障することが必要で
あったためである。🆆🆆

Ｂ基準に加え、歴史
的な経緯を踏まえて
書かれている。

基本的人権の保障に
ついて、「個人の尊
重」を基礎に書かれて
いる。

３節

日本国憲法では、な
ぜ国の統治について
規定しているのだろ
うか。

主権者である国民の意思を反映させ、民主的な社会を築くた
めである。「法の支配」を実現し権力の濫用を防ぐためには「権
力分立」が必要であり、最高法規である憲法は、それを規定し
ているからである。🆆🆆

Ｂ基準に加え、「法の
支配」の実現や権力の
濫用を防ぐというこ
とから書かれている。

憲法が最高法規であ
ることの意味、権力
分立のしくみから書
かれている。

知識・技能 ・ 困っている人や課題がある場面と、権利が保障されている場面をイラストから見つけ、それを関係する日本国憲法の
条文と結びつけている。

思考・判断・表現
・ 私たちにとって、憲法とはどのような存在であるかを考え、表現している。
・ 民主的な社会をつくるために私たちがしなければならないことについて、「対立と合意」「効率と公正」「個人の尊厳と
法の支配」「民主主義」などの見方・考え方を働かせて多面的に考察し、クラゲチャートに書き出している。

主体的に学習に
取り組む態度

・ 章の問いに対して、周りの人と意見交換することを通して、自分の考えを深めようとしている。

目標
⑴　 「学習の前に」のイラストから、困っている人や課題がある場面と、権利が保障されている場面を見つけ、その具体的な内容を表に
まとめ、関係する日本国憲法の条文と結びつけることができる。

⑵　 私たちにとって、憲法とはどのような存在であるかを考え、表現できる。
⑶　 民主的な社会をつくるために私たちがしなければならないことについて、「対立と合意」「効率と公正」「個人の尊厳と法の支配」「民

主主義」などの見方・考え方を働かせて多面的に考察し、周りの人と意見交換しながら、考えをまとめることができる。

　節の振り返りは、各節の最後に行うことを想定している。時間を確保して章の振り返りの前に3節分をまとめて行うなど、状況に合わせ
て柔軟に対応したい。

　章の振り返りは、章の最後に1時間の授業時数として設定している。章のはじめで学習した「学習の前に」（→教 p.30-31）をあらためて取
り組み、これまでの学習を振り返りながら、章の問いをまとめていく。

日本国憲法と私たち
第 2部 第 1章 教科書、教科書解説編　� p.70〜72

　　　　　関連ページ　p.124〜125

■ 節の振り返り

■ 章の振り返り

※目標や評価の観点の数は実態に合わせて調整してください。

※目標や評価の観点の数は実態に合わせて調整する。

教 p.71

教 p.70 ※🆆🆆Web サポート「節の振り返り」ワークシートを活用する（🆆🆆）

民主的な社会をつくるために、私たちはどのように憲法をとらえ、考えていくべきなのだろうか。

➡ p.80、教 解 p.30〜31
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　探究学習への準備では、章の学びから、5部で取り組む課題探究学習（教 p.216）のテーマを設定する。レポート課題や定期考査など、状
況に合わせて、さまざまな方法で取り組みができるようにしている。

学習内容・学習活動 資料・発問 留意点（◯）・指導のポイント（◆）

❶「
学
習
の
前
に
」を
振
り
返
ろ
う（
20
分
）

１．「学習の前に」を振り返る。
・⑴イラストから困っている人や課題があ
る場面を表にまとめる。
・⑵イラストから権利が保障されている場
面を探して表にまとめる。
・章の学習を踏まえて、⑴⑵の内容と関係
する日本国憲法の条文を見つける。

・ ⑴教 p.30-31TRY2について、改めてイ
ラストから困っている人や課題がある場
面を探して、その具体的な内容を表にま
とめてみよう。🆆🆆①⑴
・⑵イラストから権利が保障されている人
や場面を探して、その具体的な内容を表
にまとめてみよう。🆆🆆①⑵
・⑶⑴⑵の内容と関係する日本国憲法の条
数を表にまとめてみよう。🆆🆆①⑶

〇生徒が見つけた内容をもとに、具体的な
場面で確認する。

◆読み取った情報をこれまで習得した権利
の知識と関連させる。
〇関係する日本国憲法の条文を確認してい
く。

❷
章
の
問
い
の
答
え
を
ま
と
め
よ
う（
25
分
）

２．章の問いの答えをまとめる。
・ステップ１で憲法について考える。
・ステップ２で「民主的な社会をつくるため
に私たちがしていくべきこと」を考える。

・以上のことについて周りの人と意見交換
しながら「民主的な社会をつくるために、
私たちがしていくべきこと」をまとめる。

・「私は憲法とは（A）であると考える」につ
いて（A）に入る言葉を考えよう。🆆🆆②ス
テップ１

・「民主的な社会をつくるために私たちがし
ていくべきこと」をクラゲチャートにまと
めてみよう。🆆🆆②ステップ２
・周りの人と意見交換をしながらもう１度
考えてまとめてみよう。🆆🆆②ステップ２

〇個人の尊重、法の支配、権力分立の考え
方を踏まえて書かせる。
◆節のまとめや教 p.43TRY2も参考にしな
がらアイデアを出させる。

◆多様な意見があることを捉えさせる。

整
　
理（
5
分
）

３．教 p.72 下段の「振り返り」を活用して、
章の学習を振り返る。

・教 p.72「振り返り」に記入してみよう。
　🆆🆆振り返り

Ａ
基
準
の
例

B基準に加え、「個人の尊重」が重要であること、「法の支配」の下で基本的人権を保障することが不可欠であること、「権力分立」で権力の
濫用を防ぎ、主権者である国民の役割から説明している。

Ｂ
基
準
の
例

私日本国憲法で保障されている権利から説明している。また、民主的な社会を築くために必要なことについて法に基づく政治や基本的人
権の保障、国の統治に関する規定から説明している。

困っている人や
課題がある場面 内容 日本国憲法

との関わり

例）C1 前を歩く人のたばこの
煙がかかる

13条

権利が保障されて
いる人や場面 内容 日本国憲法

との関わり

例）E1 義務教育を受けられる 26条

（Ａ） 私は、憲法とは 

であると考える。

ステップ１

していくべきである。

（Ｂ） 

民主的な社会をつくるために、私たちは
ステップ２

民主的な社会を
つくるために

思考ツール 巻頭9

り
返
り
振

●課題探究学習のテーマ案

●節の問い：学習を通して考えをまとめることが
□よくできた　　□できた　　□あまりできなかった
●章の問い：学習を通して考えをまとめることが
□よくできた　　□できた　　□あまりできなかった
●章の学習を通して特に重要だと思ったこと

学習内容・学習活動 留意点（◯）・指導のポイント（◆）

❶観点１：SDGsの
17 の目標から探究
テーマを考える。

◆持続可能性の重要性に気づかせる。
◆国際社会や世界とのつながりを意識させる。

❶観点２：自分の住
む地域の視点から探
究テーマを考える。

〇地方公共団体のウェブサイトや広報誌を活用する。
◆自分事にしやすいよう身近なテーマを意識させる。

❷探究したテーマを
表にまとめる。

〇周りの人と話し合わせる。
◆他者の意見を参考に自分の意見を整理させる。

章の振り返りの授業展開例と評価のポイント

■探究学習への準備 教 p.72

※🆆🆆Webサポート「章の振り返り」ワークシートを活用する（🆆🆆）

SDGs の目標 関連が深い学習内容や事例

・社会権
・教育を受ける権利
・平等権

例）3 すべての人に健康と福祉を
例）4 質の高い教育をみんなに
例）5 ジェンダー平等を実現しよう

地域の問題 関連が深い学習内容や事例

例）市議会における女性議員の
割合が低い

例）ヤングケアラーの増加

同共女男の野分治政、権等平 ・
参画推進法の制定

るす関に利権の）もど子（童児 ・
条約

支や度制る守を権人のもど子 ・
援の充実

この章のなかから
選んだテーマ

探究するために
さらに調べたいこと

例）夫婦別氏の是非 ・海外の事例
・裁判所の判決

124-125 学習を振り返ろう_公民_本文.indd   125124-125 学習を振り返ろう_公民_本文.indd   125 2024/04/17   9:012024/04/17   9:01

指導・評価編
教科書解説編

Web サポート

年間指導計画案、単元と問いの構成、本文ページや学習を振り返ろうに対応
した授業展開案や評価規準の見本例、デジタル教科書章・節まとめ案などを
掲載しています。

教科書紙面の縮刷版を中心に置き、まわりに教科書本文や図版の解説、授
業のポイント(板書例)、確認しよう・説明しようの解答例などを掲載してい
ます。

評価問題(テスト例)や授業プリントなどのデータをWebサイトよりダウン
ロードすることができます。

紙媒体

紙媒体

データ

単元と問いの構成

学習を振り返ろう

教科書の節ごとに対応
した単元展開を確認す
るページです。単元を
貫く問いと、各ページ
の問いの構成が一目で
わかります。

※令和3年度版指導書
「指導用教科書（朱書
き編）」を使用した見
開きページのイメージ
です。

教科書の「学習を振り
返 ろ う 」 に 対 応 し た
ページです。章・節の
問いに対する解答例や
観点別の評価規準の具
体例、授業展開例を掲
載し、指導や評価のポ
イントを示しています。

紙媒体

Webサポート教科書解説編指導・評価編

「指導・評価編」と「教科書解説編」の２冊セットの書籍に
加え、Webサポートをお使いいただけます。

本資料p.13-16には、本文ページとデジタル教科書章・節まとめ案のサンプルを掲載しています。

本資料p.17-18にサンプルを掲載しています。
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題
集

ラ
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ッ
プ

第 1章
第 1節

第 2部

84

目標 	 ⑴　	国家権力とは何かを理解できる。
	 ⑵　	国家権力をよりよく正しく使うために重要な民主主義や立憲主義の考え方について説明できる。

評価規準の具体例

民主主義と立憲主義

評価規準の具体例

知識・技能
・	「交通整理を行う警察官」などの資料を通じて、国家権力とは何かを理解している。
・	多数決に関する資料から多数決の問題点を読み取っている。

思考・判断・表現
・	国家権力をよりよく正しく使うために重要な民主主義や立憲主義の考え方について、国家権力の力の大
きさと国家権力が犯すあやまちに着目して、多面的・多角的に考察し、表現している。

授業展開案
 QR コンテンツ

※ Wシート  Web サポート「学習の見通し振り返りシート」
　Wプリント Web サポート「授業プリント」

1 教科書、教科書解説編、授業プリントp.32〜33
見通し・振り返りシート　2部 1章 1節

※目標や評価の観点の数は実態に合わせて調整してください。

学習内容・学習活動 資　料・発　問 留意点（〇）・指導のポイント（◆）

節
の
見
通
し

０.　歴史の学習や生
活経験を基に、「節の
問い」への見通しを
もつ。

〇　民主社会とそうでない社会を比
較することや、法に基づく政治の影
響を考えながら、本節への関心を高
めさせる。
◆　生徒総会などの身近な具体的な
法や事例をあげながら、秩序の維持
や市民の自由や権利の保護等を考え
させる。

○　上の二つの問いに対する自分の
考えを基に節の問いについて考えさ
せる。
〇　「節の見通し」を記入させ、節
の学習の見通しをもたせる。Wシート

導

　
　
入

１.　「祭りの交通整理
を行う警察官」を題
材にし、本時の課題
をつかむ。

２.　警察の役割を考
えることを通して、
学習課題への見通し
をもつ。

○　私たちを守る国家権力を確認し
ながら、本時への導入を図る。

〇　周りの人と話し合わせる。

〇　「学習前の予想」を記入させ、
見通しをもたせる。 Wシート

民主社会では、な
ぜ法に基づく政治
が大切なのだろう
か。

1節の問い

民主社会とは、どのような社会だろうか。
（歴史で学んだ専制君主制と比べながら考えよう。）

「節の問い」について、学んでみたいことや、疑問に思っ
たことを自分の言葉で表してみよう。

解決のために、何が分かればよいか、どのようなことを調
べればよいかなど、見通しを立てよう。

法は、私たちの生活や社会にどのような影響を与えている
のだろうか。

警察はどのような役割を果たしているのだろうか。

　　　 　警察署や消防署の人々はどのような仕事をして
いるのだろうか。
対話

　　　立憲主義とはどのようなしくみで、それを実現していくためにはどのような取り組みが必要なのだろうか。
学習課題

p.66 1

立
りっ

法
ぽう

、行
ぎょう

政
せい

、司法の三
さん

権
けん

は、どのようなしくみで抑
よく

制
せい

し合い、
均
きん

衡
こう

をとっているのだろうか。学習課題

5

10

15

　　　　　　　　　　国民主
しゅ

権
けん

の下
もと

では、政
せい

治
じ

のあり方を最終的に
決定するのは国民です。しかし、法

ほう

律
りつ

をつくっ
たり、裁

さい

判
ばん

をしたりといった、国家が権
けん

力
りょく

を使うすべての場面で、
国民が意思を表明するために、国民投票をするのは非

ひ

現
げん

実
じつ

的です。
　そこで、あらかじめ国民の意思を憲

けん

法
ぽう

に示
しめ

し、憲法にのっとって
権
けん

限
げん

を使わせることにしました。憲法は、特定の人や組
そ

織
しき

に、決め
られた手

て

続
つづき

に従
したが

って国家権力を使う権限を授
さず

けています。このよう
な権限を授けられた人や組織のことを、国家機関といいます。国家
機関は、憲法で与

あた

えられた権限のみを、憲法の定める手続に従って
使うことで、主権者である国民の意思に従ったことになります。
　　　　　　　　　　国家権力を一つの機関が独

どく

占
せん

すると、権力の
濫
らん

用
よう

を防
ふせ

げません。例えば、国王が権力を独占
していたら、国王の親族に有利になるような、不公正な法律が制

せい

定
てい

されたり、裁判が行われたりしても、正す方法がありません。そこ
で、権力を分

ぶん

割
かつ

し、別々の機関に担
たん

当
とう

させる工
く

夫
ふう

が必要になります。
権力を分

ぶん

担
たん

した機関は、互
たが

いに権力の濫用を抑
よく

制
せい

し、バランス
（均

きん

衡
こう

）をとることが期待されます。これが、権
けん

力
りょく

分立です。

国民が授ける
権限

p.38

1

権力分立による
権力抑制

1

2

モンテスキュー（歴）　三権分立、国会、内閣（小・歴）　裁判所（小）

↑ 『法の精
せい

神
しん

』　モンテスキューは、『法の精
神』のなかで、権

けん
力
りょく
の濫
らん
用
よう
を防

ふせ
ぐためには、権

力の分立が必要だと主
しゅ
張
ちょう
しました。

2

小 地 歴

↑ 国王による権
けん

力
りょく

の独
どく

占
せん

1国王が権
けん

力
りょく

を独
どく

占
せん

すると、どのような問題が起こるのだろうか。対話

権権力力のの分分立立1

こ
の
国
は
す
べ
て

私
の
思
い
通
り

私
の
親
族
な
ら
ば

税ぜ
い

金き
ん

は
納お

さ

め
な
く

て
よ
い

私
の
友
人

だ
か
ら
無む

罪ざ
い

そ
ん
な･･･

１．ある国では国王に権
け ん

力
りょく

が集中しています ２．国王の親族に有利な法
ほ う

律
り つ

をつくりました

３．国王の友人には裁
さ い

判
ば ん

で有利な判
は ん

決
け つ

にしました ４．国民は困
こ ま

っています

1 国会（立
りっ

法
ぽう

機関）、内
ない

閣
かく

（行
ぎょう

政
せい

機関）、裁
さい

判
ばん

所
しょ

（司法機関）があります。

小学校·地理·歴史·他教科との関連

日本国憲
けん

法
ぽう

では、なぜ国の
統
とう

治
ち

について規
き

定
てい

しているのだろうか。
法の支配を支えるしくみ3第 節 ここに

QRコード
が入ります

3節の問い

66

立
りっ

憲
けん

主
しゅ

義
ぎ

とはどのようなしくみで、それを実
じつ

現
げん

していくためには
どのような取り組みが必要なのだろうか。学習課題

5

10

15

　　　　　　　　　　私
わたし

たちの周りには、よりよく生きるためのき
まりがたくさんあります。ほかの国を侵

しん

略
りゃく

しな
い、ほかの人の体を傷

きず

つけたり財
ざい

産
さん

を奪
うば

ったりしない、警
けい

察
さつ

署
しょ

・消
しょう

防
ぼう

署・学校などを支
ささ

えるために公平に税
ぜい

金
きん

を出し合う、貧
まず

しい人や
病気になった人を助けるしくみをつくるなどのきまりがあります。
　たくさんの人が納

なっ

得
とく

してできたきまりなら、多くの人はそれを守
りますが、わがままを通すために、大事なきまりを破

やぶ

ろうとする人
もいます。そこで、人々の自由を制

せい

限
げん

して、きまりを守るよう強
きょう

制
せい

する力が必要になります。人に何かを強制する力を権
けん

力
りょく

といい、国
家が国民に強制する力を、国家権

けん

力
りょく

といいます。
私たちの自由は、何よりも尊

そん

重
ちょう

されなくてはなりません。しかし、
私たちの生活にとって欠かせない大事なきまりを人々に守らせるた
め、国家権力はなくてはならないものです。
　　　　　　　　　　国家権力を、濫

らん

用
よう

せず、よりよく使うには、
どうすればよいでしょうか。

何かを判
はん

断
だん

するとき、一人ひとりの能
のう

力
りょく

は限
かぎ

られていますが、多
くの人が決定に参加すれば、それぞれがもつ多様な情

じょう

報
ほう

や知
ち

識
しき

を生

国家権力とは
p.20

p.156

p.76

1

民主主義の
考え方

民主主義、独裁（歴）

私
わたし

たちを守る国家権
けん

力
りょく

警
けい

察
さつ

は私
わたし

たちの安全な生活や社会の秩
ちつ

序
じょ

を守るために、地
ち

域
いき

のパトロール、防
ぼう

犯
はん

活動、犯
はん

罪
ざい

捜
そう

査
さ

、交通安全活動、災
さい

害
がい

・
テロへの対

たい

策
さく

などを行っています。

　　　　警
けい

察
さつ

はどのような役
やく

割
わり

を果たして
いるのだろうか。
対話

民民主主主主義義とと
立立憲憲主主義義1

← 祭りの交通整理を行う警
けい

察
さつ

官
かん

（東京都台
たい

東
とう

区、
2022年）

1

↑ オンラインによる生徒総
そう

会
かい

学校におけ
る自分たちに関わる問題を話し合い、決定を行
う生徒会は、私

わたし
たちの身近な社会で行われてい

る民主主
しゅ
義
ぎ
ということができます。

2

　あなたの国が、あなたのために何ができる
かを問わないでほしい。あなたが、あなたの
国のために何ができるかを問うてほしい。

↑ ケネディ大
だい

統
とう

領
りょう

による就
しゅう

任
にん

式での演
えん

説
ぜつ

（ア
メリカ、1961 年） 民主主

しゅ
義
ぎ
のあり方に基

もと
づ

き、受け身ではなく積極的に社会に関わること
の大切さを訴

うった
えました。　　　　　　　

3

見方・考え方

小学校·地理·歴史·他教科との関連

ダミー文章ですダミー文章ですダミー文章です
ダミー文章ですダミー文章です

ダミー文章です0第 節 ここに
バーコード
が入ります

0節の問い

民主主義と日本国憲法1第 節

日日本本国国憲憲法法とと私私たちたち1第 章第 部2
民主的な社会をつくるために、私

わたし
たちはどのように憲

けん
法
ぽう
をとらえ、考えていくべきなのだろうか。1章の問い

ここに
QRコード
が入ります

民主社会では、なぜ法に基
もと

づく
政
せい

治
じ

が大切なのだろうか。
1節の問い
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　　　について「学習後の振り返り」を記入してみよう。
学習課題

展

　
　
　
　
　
　
開

３.　「国家権力」と
は何かを考える。

○　権力、国家権力の必要性を理解
させるとともに、具体的にどのよう
な形で現れるかを本文から読み取ら
せる。
◆　教の「確認をしよう」を考えな
がら、国家権力を理解させるととも
に、国家権力の濫用を防ぐために憲
法が必要であるという考え方を理解
させる。Wプリント

４.　民主主義と立憲
主義の考え方を理解
する。
⑴民主主義の考え方

⑵アクティブ公民

⑶立憲主義の考え方

○　民主主義を実現するためには、
社会に積極的に関わっていくことが
大切であることに気づかせる。

◆　A案やお化け屋敷に賛成の人数
と、A案やお化け屋敷以外に賛成の
人数を比べ、多数決の問題点に気づ
かせる。A案やお化け屋敷が過半数
になっていないこと（反対派が過半
数になっていること）に気づかせる。
Wプリント

◆　多数決は時間のかかる方法であ
ることに気づかせる。

◆　多数決によって少数の人の権利
を侵害したり、独裁者を生み出した
りすることもあり、それを防ぐため、
あらかじめ一定の手続きに則った
ルール（憲法）をつくり、国家権力
の濫用を防ぐ立憲主義の必要性を理
解させる。Wプリント

整

　
　
理

５.　本時のまとめと
して、学習課題を振
り返る。

〇　「学習後の振り返り」を記入さ
せ、「学習前の予想」と比較させる。
Wシート

６.　学習課題をもと
に、「説明しよう」
を考える。

◆　国家権力の意義と危険性、民主
主義の意義と限界、立憲主義の基本
的な考え方から説明することができ
たか確認する。Wプリント

p.33コラム

民
主
主
義
と
日
本
国
憲
法

1
節

公民アクティブ 多数決を利用した決め方を考えよう　　　　　　　　見方・考え方

5

10

15

かせます。多数決を上手に使えば、少数の人が間
ま

違
ちが

った決定をしよ
うとしたとき、ほかの多くの人がそれを正せます。また、決定に参
加した人は、たとえ自分の思いどおりの決定にならなかったとして
も、それを受け入れようという気持ちになりやすいでしょう。
　そこで、国家権力を適

てき

切
せつ

に行使するために、すべての国民が決定
に参加すべきだという考え方が生まれました。これが民主主

しゅ
義
ぎ

です。
また、それに基

もと

づく政
せい

治
じ

を、民主政
せい

治
じ

といいます。
　　　　　　　　　　民主政治の下

もと

では国民全員が政治に参加する
ので、国民の多くが苦しむような決定はされに

くくなります。しかし、特定の職
しょく

業
ぎょう

の人にだけ重い税
ぜい

金
きん

を課すなど、
少数派

は

の権
けん

利
り

を侵
しん

害
がい

する決定を防
ふせ

ぐのが困
こん

難
なん

な場合もあります。ま
た、選挙で選ばれた大

だい

統
とう

領
りょう

や議会の多数派が、軍隊や警
けい

察
さつ

を使って
反対派・少数派を弾

だん

圧
あつ

し、独
どく

裁
さい

や戦争を始めることもあります。
　かつて、国家のそうしたあやまちを経

けい

験
けん

したことで、国家の人
じん

権
けん

侵害を禁
きん

止
し

し、独裁や戦争を防ぐためのしくみを盛
も

り込
こ

んだきまり
が必要だと考えられるようになりました。そのきまりを憲

けん
法
ぽう

といい、
国家権力の濫用を防ぐために憲法が必要だという考え方を立

りっ

憲
けん

主
しゅ

義
ぎ

といいます。民主主義と立憲主義は、国家権力を正しく使うために、
とても重要な考え方なのです。

解説 4 p.20、42

2 3 p.42

立憲主義の
考え方

p.43

p.34
国家権

けん
力
りょく
とはどのような力か、本

文から書き出してみよう。

国家権
けん
力
りょく
をよりよく正しく使うた

めに重要な考え方について説明し
てみよう。

確認しよう

説明しよう

解 説 多数決
多数決は多くの人の意見を反

はん
映
えい
できます。し

かし、案のつくり方によっては、過
か
半
はん
数
すう
の意見

が結果に反
はん
映
えい
しないこともあります。話し合い

を全くせずに決議すると、勘
かん
違
ちが
いが正されな

かったり、少数意見の尊
そん
重
ちょう
がされなくなったり

します。また、個
こ
人
じん
の自由に任

まか
せるべきことを

多数決で決めてはなりません。

↑ 多数決の問題点 10 人のうちＡ案に 4
人、Ｂ案に 3 人、Ｃ案に 3 人が賛

さん
成
せい

しています。
この場合、最も賛成の多い意見を採用すればＡ
案になりますが、Ａ案に賛成しない人の数は賛
成する人より多くなります。

4

A 案に賛成（４人）…
さんせい

B 案に賛成（３人）…

C 案に賛成（３人）…

1 2 3 4

5 6 7

8 9 10
A案に賛成しない（６人）

文化祭に向けて、クラスの出し物を何にするか、
クラス全員で話し合ったところ、お化け屋

や

敷
しき

、カ
フェ、演

えん

劇
げき

の 3案に絞
しぼ

られました。そこで、多数
決を行ったところ、結果は右のようになりました。

【出し物の第一候
こう

補
ほ

】
お化け屋

や
敷
しき
…17人

カフェ…10人
演
えん
劇
げき
…8人

生徒Ａの意見
もう話し合いは尽

つ
くしたの

で、1回の多数決の結果で
決めたらよい。

生徒Ｂの意見
お化け屋

や
敷
しき
が最多だった

が、過
か
半
はん
数
すう
ではないから、

お化け屋敷とカフェでもう
一回決選投票をしたらよい。

生徒Ｃの意見
多くの意見を反

はん
映
えい
できるよ

うに、第二候
こう
補
ほ
の意見も聞

いて、第一候補と第二候補
の合計で決めたらよい。

出し物の候
こう
補
ほ
3 案について、第一候補と第一候補でない生徒の人数を右の

表にまとめてみよう。
生徒Ａ～Ｃの意見を参考に、どのような決め方がよいか、効

こう
率
りつ
や民主主

しゅ
義
ぎ
の

考え方を踏
ふ
まえながら考えてみよう。

について、周りの人と意見交
こう
換
かん
をしてみよう。

Q ①

Q ②

Q ③ ②

出し物 第一候
こう

補
ほ

第一候補でない

お化け屋
や
敷
しき

人 人

カフェ 人 人

演
えん
劇
げき

人 人
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国家権力とはどのような力だろうか。

どうして、憲法には警察を制限する条文があるのだろうか。

どうして、憲法には国家権力の濫用を防ぐ条文があるのだ
ろうか。

民主主義とはどのような考え方だろうか。

日本国憲
けん

法
ぽう

では、基
き

本
ほん

的人
じん

権
けん

の尊
そん

重
ちょう

をどのように保
ほ

障
しょう

しているの
だろうか。学習課題

5

10

15

　　　　　　　　　　多様な個
こ

性
せい

をもつ人々が共
きょう

存
ぞん

し、自分らしく
幸福に生きるには、個

こ

人
じん

の尊
そん

重
ちょう

が不
ふ

可
か

欠
けつ

です。
個人の尊重とは、例えば、「人は国に奉

ほう

仕
し

する道具だ」「生産活動が
できない人はむだな存

そん

在
ざい

だ」といった考え方を許
ゆる

さず、一人ひとり
を、かけがえのない存在として、平等に配

はい

慮
りょ

し尊重することです。
　しかし、過

か

去
こ

には国家が、特定の価
か

値
ち

観や宗
しゅう

教
きょう

、考え方を強要し、
人々の多様性

せい

を否
ひ

定
てい

することもありました。日本もその例外ではあ
りません。そこで、憲

けん

法
ぽう

13 条
じょう

は「すべて国民は、個人として尊重
される」と定めました。個人の尊重は、憲法上の権

けん

利
り

保
ほ

障
しょう

の出発点
となる規

き

範
はん

です。
　　　　　　　　　　個人の尊重を実

じつ

現
げん

するためには、国民に基
き

本
ほん

的人
じん

権
けん

が保障されなければなりません。
　まず必要なのは、私

わたし

たちの自由が守られる範
はん

囲
い

を決めて、国家の
介
かい

入
にゅう

を禁
きん

止
し

することです。そこで憲法は、思想・良心の自由、信教
の自由、表

ひょう

現
げん

の自由などの精
せい

神
しん

活動の自由、職
しょく

業
ぎょう

選
せん

択
たく

の自由などの
経
けい

済
ざい

活動の自由、不当に逮
たい

捕
ほ

されない権利や適
てき

正
せい

手
て

続
つづき

なしに刑
けい

罰
ばつ

を
受けない権利などの生命・身体の自由を保障しています。

個人の尊重とは

1

（第13条）

4

個人の尊重の
実現

p.34 2 3

p.46

p.46

p.47

基
き

本
ほん

的人
じん

権
けん

の制
せい

限
げん

　人々の考えや行動まで制限する治安
維
い

持
じ

法の制
せい

定
てい

にあたり、反対行動を起
こした運動家が警

けい

官
かん

隊と衝
しょう

突
とつ

し、検
けん

挙
きょ

されました。大日本帝
てい

国
こく

憲
けん

法
ぽう

では、臣
民の権

けん

利
り

は法
ほう

律
りつ

によって制限されてい
ました。

　　　　この運動家はどのような理由
で検

けん

挙
きょ

されたのだろうか。
対話

個個人人のの尊尊重重とと
憲憲法法上上のの権権利利1

↑　基
き

本
ほん

的人
じん

権
けん

の尊
そん

重
ちょう

（文部省『あたらしい憲
けん

法
ぽう

のはなし』　1947 年） 
　 　 　 　 資

し
料
りょう

で述
の

べられている事
こと

柄
がら

は、3
のどの権

けん
利
り

に当てはまるか考えてみよう。

2
小 地 歴

資料活用

←　治安維
い

持
じ

法の反対集会で検
けん

挙
きょ

される運動
家（中央）（1925 年） 
1

小 地 歴

治安維持法（歴）　基本的人権の尊重（小・歴）小学校⃝地理⃝歴史⃝他教科との関連

日本国憲
けん

法
ぽう

では、なぜ基
き

本
ほん

的人
じん

権
けん

が保
ほ

障
しょう

されているのだろうか。
基本的人権の尊重2第 節 ここに

QR コード
が入ります

2節の問い

44

p.441

なぜ多数決で負けた側の意見もきちんと聞かなければなら
ないのだろうか。

多数決で過半数に達しない場合はどのように意見を決める
ことができるか、考えて話し合ってみよう。

多数決の問題点は何だ
ろうか。

民
主
主
義
と
日
本
国
憲
法

1
節

公民アクティブ 多数決を利用した決め方を考えよう　　　　　　　　見方・考え方

5

10

15

かせます。多数決を上手に使えば、少数の人が間
ま

違
ちが

った決定をしよ
うとしたとき、ほかの多くの人がそれを正せます。また、決定に参
加した人は、たとえ自分の思いどおりの決定にならなかったとして
も、それを受け入れようという気持ちになりやすいでしょう。
　そこで、国家権力を適

てき

切
せつ

に行使するために、すべての国民が決定
に参加すべきだという考え方が生まれました。これが民主主

しゅ
義
ぎ

です。
また、それに基

もと

づく政
せい

治
じ

を、民主政
せい
治
じ

といいます。
　　　　　　　　　　民主政治の下

もと

では国民全員が政治に参加する
ので、国民の多くが苦しむような決定はされに

くくなります。しかし、特定の職
しょく

業
ぎょう

の人にだけ重い税
ぜい

金
きん

を課すなど、
少数派

は

の権
けん

利
り

を侵
しん

害
がい

する決定を防
ふせ

ぐのが困
こん

難
なん

な場合もあります。ま
た、選挙で選ばれた大

だい

統
とう

領
りょう

や議会の多数派が、軍隊や警
けい

察
さつ

を使って
反対派・少数派を弾

だん

圧
あつ

し、独
どく

裁
さい

や戦争を始めることもあります。
　かつて、国家のそうしたあやまちを経

けい

験
けん

したことで、国家の人
じん

権
けん

侵害を禁
きん

止
し

し、独裁や戦争を防ぐためのしくみを盛
も

り込
こ

んだきまり
が必要だと考えられるようになりました。そのきまりを憲

けん

法
ぽう

といい、
国家権力の濫用を防ぐために憲法が必要だという考え方を立

りっ

憲
けん

主
しゅ

義
ぎ

といいます。民主主義と立憲主義は、国家権力を正しく使うために、
とても重要な考え方なのです。

解説 4 p.20、42

2 3 p.42

立憲主義の
考え方

p.43

p.34
国家権

けん
力
りょく
とはどのような力か、本

文から書き出してみよう。

国家権
けん
力
りょく
をよりよく正しく使うた

めに重要な考え方について説明し
てみよう。

確認しよう

説明しよう

解 説 多数決
多数決は多くの人の意見を反

はん
映
えい
できます。し

かし、案のつくり方によっては、過
か
半
はん
数
すう
の意見

が結果に反
はん
映
えい
しないこともあります。話し合い

を全くせずに決議すると、勘
かん
違
ちが
いが正されな

かったり、少数意見の尊
そん
重
ちょう
がされなくなったり

します。また、個
こ
人
じん
の自由に任

まか
せるべきことを

多数決で決めてはなりません。

↑ 多数決の問題点 10 人のうちＡ案に 4
人、Ｂ案に 3 人、Ｃ案に 3 人が賛

さん
成
せい

しています。
この場合、最も賛成の多い意見を採用すればＡ
案になりますが、Ａ案に賛成しない人の数は賛
成する人より多くなります。

4

A 案に賛成（４人）…
さんせい

B 案に賛成（３人）…

C 案に賛成（３人）…

1 2 3 4

5 6 7

8 9 10
A案に賛成しない（６人）

文化祭に向けて、クラスの出し物を何にするか、
クラス全員で話し合ったところ、お化け屋

や

敷
しき

、カ
フェ、演

えん

劇
げき

の 3案に絞
しぼ

られました。そこで、多数
決を行ったところ、結果は右のようになりました。

【出し物の第一候
こう

補
ほ

】
お化け屋

や
敷
しき
…17人

カフェ…10人
演
えん
劇
げき
…8人

生徒Ａの意見
もう話し合いは尽

つ
くしたの

で、1回の多数決の結果で
決めたらよい。

生徒Ｂの意見
お化け屋

や
敷
しき
が最多だった

が、過
か
半
はん
数
すう
ではないから、

お化け屋敷とカフェでもう
一回決選投票をしたらよい。

生徒Ｃの意見
多くの意見を反

はん
映
えい
できるよ

うに、第二候
こう
補
ほ
の意見も聞

いて、第一候補と第二候補
の合計で決めたらよい。

出し物の候
こう
補
ほ
3 案について、第一候補と第一候補でない生徒の人数を右の

表にまとめてみよう。
生徒Ａ～Ｃの意見を参考に、どのような決め方がよいか、効

こう
率
りつ
や民主主

しゅ
義
ぎ
の

考え方を踏
ふ
まえながら考えてみよう。

について、周りの人と意見交
こう
換
かん
をしてみよう。

Q ①

Q ②

Q ③ ②

出し物 第一候
こう

補
ほ

第一候補でない

お化け屋
や
敷
しき

人 人

カフェ 人 人

演
えん
劇
げき

人 人
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p.334

立
りっ

憲
けん

主
しゅ

義
ぎ

とはどのようなしくみで、それを実
じつ

現
げん

していくためには
どのような取り組みが必要なのだろうか。学習課題

5

10

15

　　　　　　　　　　私
わたし

たちの周りには、よりよく生きるためのき
まりがたくさんあります。ほかの国を侵

しん

略
りゃく

しな
い、ほかの人の体を傷

きず

つけたり財
ざい

産
さん

を奪
うば

ったりしない、警
けい

察
さつ

署
しょ

・消
しょう

防
ぼう

署・学校などを支
ささ

えるために公平に税
ぜい

金
きん

を出し合う、貧
まず

しい人や
病気になった人を助けるしくみをつくるなどのきまりがあります。
　たくさんの人が納

なっ

得
とく

してできたきまりなら、多くの人はそれを守
りますが、わがままを通すために、大事なきまりを破

やぶ

ろうとする人
もいます。そこで、人々の自由を制

せい

限
げん

して、きまりを守るよう強
きょう

制
せい

する力が必要になります。人に何かを強制する力を権
けん

力
りょく

といい、国
家が国民に強制する力を、国家権

けん

力
りょく

といいます。
私たちの自由は、何よりも尊

そん

重
ちょう

されなくてはなりません。しかし、
私たちの生活にとって欠かせない大事なきまりを人々に守らせるた
め、国家権力はなくてはならないものです。
　　　　　　　　　　国家権力を、濫

らん

用
よう

せず、よりよく使うには、
どうすればよいでしょうか。

何かを判
はん

断
だん

するとき、一人ひとりの能
のう

力
りょく

は限
かぎ

られていますが、多
くの人が決定に参加すれば、それぞれがもつ多様な情

じょう

報
ほう

や知
ち

識
しき

を生

国家権力とは
p.20

p.156

p.76

1

民主主義の
考え方

民主主義、独裁（歴）

私
わたし

たちを守る国家権
けん

力
りょく

警
けい

察
さつ

は私
わたし

たちの安全な生活や社会の秩
ちつ

序
じょ

を守るために、地
ち

域
いき

のパトロール、防
ぼう

犯
はん

活動、犯
はん

罪
ざい

捜
そう

査
さ

、交通安全活動、災
さい

害
がい

・
テロへの対

たい

策
さく

などを行っています。

　　　　警
けい

察
さつ

はどのような役
やく

割
わり

を果たして
いるのだろうか。
対話

民民主主主主義義とと
立立憲憲主主義義1

← 祭りの交通整理を行う警
けい

察
さつ

官
かん

（東京都台
たい

東
とう

区 、
2022 年）
1

↑ オンラインによる生徒総
そう

会
かい

学校におけ
る自分たちに関わる問題を話し合い、決定を行
う生徒会は、私

わたし
たちの身近な社会で行われてい

る民主主
しゅ

義
ぎ

ということができます。

2

　あなたの国が、あなたのために何ができる
かを問わないでほしい。あなたが、あなたの
国のために何ができるかを問うてほしい。

↑ ケネディ大
だい

統
とう

領
りょう

による就
しゅう

任
にん

式での演
えん

説
ぜつ

（ア
メリカ、1961 年） 民主主

しゅ
義
ぎ

のあり方に基
もと

づ
き、受け身ではなく積極的に社会に関わること
の大切さを訴

うった
えました。　　　　　　　

3

見方・考え方

小学校⃝地理⃝歴史⃝他教科との関連

ダミー文章ですダミー文章ですダミー文章です
ダミー文章ですダミー文章です

ダミー文章です0第 節 ここに
バーコード
が入ります

0節の問い

民主主義と日本国憲法1第 節

日日本本国国憲憲法法とと私私たちたち1第 章第 部2
民主的な社会をつくるために、私

わたし
たちはどのように憲

けん
法
ぽう
をとらえ、考えていくべきなのだろうか。1章の問い

ここに
QR コード
が入ります

民主社会では、なぜ法に基
もと

づく
政
せい

治
じ

が大切なのだろうか。
1節の問い

32

p.323

　　　　�国家権力をよりよく正しく使うために重要な考
え方について説明してみよう。説明しよう

31条：何人も、法律の定める手続によらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を
科せられない。
33条：何人も、現行犯として逮捕される場合を除い
ては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっ
ている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕され
ない。
35条：何人も、その住居、書類及び所持品について、
侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第
33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せら
れ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状
がなければ、侵されない。 p.228日本国憲法　

「国民が参加する民主主義」

学習課題の解答例については解 p.32も参照。
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第 1章
第 1節

第 2部

84

目標 	 ⑴　	国家権力とは何かを理解できる。
	 ⑵　	国家権力をよりよく正しく使うために重要な民主主義や立憲主義の考え方について説明できる。

評価規準の具体例

民主主義と立憲主義

評価規準の具体例

知識・技能
・	「交通整理を行う警察官」などの資料を通じて、国家権力とは何かを理解している。
・	多数決に関する資料から多数決の問題点を読み取っている。

思考・判断・表現
・	国家権力をよりよく正しく使うために重要な民主主義や立憲主義の考え方について、国家権力の力の大
きさと国家権力が犯すあやまちに着目して、多面的・多角的に考察し、表現している。

授業展開案
 QR コンテンツ

※ Wシート  Web サポート「学習の見通し振り返りシート」
　Wプリント Web サポート「授業プリント」

1 教科書、教科書解説編、授業プリントp.32〜33
見通し・振り返りシート　2部 1章 1節

※目標や評価の観点の数は実態に合わせて調整してください。

学習内容・学習活動 資　料・発　問 留意点（〇）・指導のポイント（◆）

節
の
見
通
し

０.　歴史の学習や生
活経験を基に、「節の
問い」への見通しを
もつ。

〇　民主社会とそうでない社会を比
較することや、法に基づく政治の影
響を考えながら、本節への関心を高
めさせる。
◆　生徒総会などの身近な具体的な
法や事例をあげながら、秩序の維持
や市民の自由や権利の保護等を考え
させる。

○　上の二つの問いに対する自分の
考えを基に節の問いについて考えさ
せる。
〇　「節の見通し」を記入させ、節
の学習の見通しをもたせる。Wシート

導

　
　
入

１.　「祭りの交通整理
を行う警察官」を題
材にし、本時の課題
をつかむ。

２.　警察の役割を考
えることを通して、
学習課題への見通し
をもつ。

○　私たちを守る国家権力を確認し
ながら、本時への導入を図る。

〇　周りの人と話し合わせる。

〇　「学習前の予想」を記入させ、
見通しをもたせる。 Wシート

民主社会では、な
ぜ法に基づく政治
が大切なのだろう
か。

1節の問い

民主社会とは、どのような社会だろうか。
（歴史で学んだ専制君主制と比べながら考えよう。）

「節の問い」について、学んでみたいことや、疑問に思っ
たことを自分の言葉で表してみよう。

解決のために、何が分かればよいか、どのようなことを調
べればよいかなど、見通しを立てよう。

法は、私たちの生活や社会にどのような影響を与えている
のだろうか。

警察はどのような役割を果たしているのだろうか。

　　　 　警察署や消防署の人々はどのような仕事をして
いるのだろうか。
対話

　　　立憲主義とはどのようなしくみで、それを実現していくためにはどのような取り組みが必要なのだろうか。
学習課題

p.66 1

立
りっ

法
ぽう

、行
ぎょう

政
せい

、司法の三
さん

権
けん

は、どのようなしくみで抑
よく

制
せい

し合い、
均
きん

衡
こう

をとっているのだろうか。学習課題

5

10

15

　　　　　　　　　　国民主
しゅ

権
けん

の下
もと

では、政
せい

治
じ

のあり方を最終的に
決定するのは国民です。しかし、法

ほう

律
りつ

をつくっ
たり、裁

さい

判
ばん

をしたりといった、国家が権
けん

力
りょく

を使うすべての場面で、
国民が意思を表明するために、国民投票をするのは非

ひ

現
げん

実
じつ

的です。
　そこで、あらかじめ国民の意思を憲

けん

法
ぽう

に示
しめ

し、憲法にのっとって
権
けん

限
げん

を使わせることにしました。憲法は、特定の人や組
そ

織
しき

に、決め
られた手

て

続
つづき

に従
したが

って国家権力を使う権限を授
さず

けています。このよう
な権限を授けられた人や組織のことを、国家機関といいます。国家
機関は、憲法で与

あた

えられた権限のみを、憲法の定める手続に従って
使うことで、主権者である国民の意思に従ったことになります。
　　　　　　　　　　国家権力を一つの機関が独

どく

占
せん

すると、権力の
濫
らん

用
よう

を防
ふせ

げません。例えば、国王が権力を独占
していたら、国王の親族に有利になるような、不公正な法律が制

せい

定
てい

されたり、裁判が行われたりしても、正す方法がありません。そこ
で、権力を分

ぶん

割
かつ

し、別々の機関に担
たん

当
とう

させる工
く

夫
ふう

が必要になります。
権力を分

ぶん

担
たん

した機関は、互
たが

いに権力の濫用を抑
よく

制
せい

し、バランス
（均

きん

衡
こう

）をとることが期待されます。これが、権
けん

力
りょく

分立です。

国民が授ける
権限

p.38

1

権力分立による
権力抑制

1

2

モンテスキュー（歴）　三権分立、国会、内閣（小・歴）　裁判所（小）

↑ 『法の精
せい

神
しん

』　モンテスキューは、『法の精
神』のなかで、権

けん
力
りょく
の濫

らん
用
よう
を防

ふせ
ぐためには、権

力の分立が必要だと主
しゅ
張
ちょう
しました。

2

小 地 歴

↑ 国王による権
けん

力
りょく

の独
どく

占
せん

1国王が権
けん

力
りょく

を独
どく

占
せん

すると、どのような問題が起こるのだろうか。対話

権権力力のの分分立立1

こ
の
国
は
す
べ
て

私
の
思
い
通
り

私
の
親
族
な
ら
ば

税ぜ
い

金き
ん

は
納お

さ

め
な
く

て
よ
い

私
の
友
人

だ
か
ら
無む

罪ざ
い

そ
ん
な･･･

１．ある国では国王に権
け ん

力
りょく

が集中しています ２．国王の親族に有利な法
ほ う

律
り つ

をつくりました

３．国王の友人には裁
さ い

判
ば ん

で有利な判
は ん

決
け つ

にしました ４．国民は困
こ ま

っています

1 国会（立
りっ

法
ぽう

機関）、内
ない

閣
かく

（行
ぎょう

政
せい

機関）、裁
さい

判
ばん

所
しょ

（司法機関）があります。

小学校·地理·歴史·他教科との関連

日本国憲
けん

法
ぽう

では、なぜ国の
統
とう

治
ち

について規
き

定
てい

しているのだろうか。
法の支配を支えるしくみ3第 節 ここに

QRコード
が入ります

3節の問い

66

立
りっ

憲
けん

主
しゅ

義
ぎ

とはどのようなしくみで、それを実
じつ

現
げん

していくためには
どのような取り組みが必要なのだろうか。学習課題

5

10

15

　　　　　　　　　　私
わたし

たちの周りには、よりよく生きるためのき
まりがたくさんあります。ほかの国を侵

しん

略
りゃく

しな
い、ほかの人の体を傷

きず

つけたり財
ざい

産
さん

を奪
うば

ったりしない、警
けい

察
さつ

署
しょ

・消
しょう

防
ぼう

署・学校などを支
ささ

えるために公平に税
ぜい

金
きん

を出し合う、貧
まず

しい人や
病気になった人を助けるしくみをつくるなどのきまりがあります。
　たくさんの人が納

なっ

得
とく

してできたきまりなら、多くの人はそれを守
りますが、わがままを通すために、大事なきまりを破

やぶ

ろうとする人
もいます。そこで、人々の自由を制

せい

限
げん

して、きまりを守るよう強
きょう

制
せい

する力が必要になります。人に何かを強制する力を権
けん

力
りょく

といい、国
家が国民に強制する力を、国家権

けん

力
りょく

といいます。
私たちの自由は、何よりも尊

そん

重
ちょう

されなくてはなりません。しかし、
私たちの生活にとって欠かせない大事なきまりを人々に守らせるた
め、国家権力はなくてはならないものです。
　　　　　　　　　　国家権力を、濫

らん

用
よう

せず、よりよく使うには、
どうすればよいでしょうか。

何かを判
はん

断
だん

するとき、一人ひとりの能
のう

力
りょく

は限
かぎ

られていますが、多
くの人が決定に参加すれば、それぞれがもつ多様な情

じょう

報
ほう

や知
ち

識
しき

を生

国家権力とは
p.20

p.156

p.76

1

民主主義の
考え方

民主主義、独裁（歴）

私
わたし

たちを守る国家権
けん

力
りょく

警
けい

察
さつ

は私
わたし

たちの安全な生活や社会の秩
ちつ

序
じょ

を守るために、地
ち

域
いき

のパトロール、防
ぼう

犯
はん

活動、犯
はん

罪
ざい

捜
そう

査
さ

、交通安全活動、災
さい

害
がい

・
テロへの対

たい

策
さく

などを行っています。

　　　　警
けい

察
さつ

はどのような役
やく

割
わり

を果たして
いるのだろうか。
対話

民民主主主主義義とと
立立憲憲主主義義1

← 祭りの交通整理を行う警
けい

察
さつ

官
かん

（東京都台
たい

東
とう

区、
2022年）

1

↑ オンラインによる生徒総
そう

会
かい

学校におけ
る自分たちに関わる問題を話し合い、決定を行
う生徒会は、私

わたし
たちの身近な社会で行われてい

る民主主
しゅ
義
ぎ
ということができます。

2

　あなたの国が、あなたのために何ができる
かを問わないでほしい。あなたが、あなたの
国のために何ができるかを問うてほしい。

↑ ケネディ大
だい

統
とう

領
りょう

による就
しゅう

任
にん

式での演
えん

説
ぜつ

（ア
メリカ、1961 年） 民主主

しゅ
義
ぎ
のあり方に基

もと
づ

き、受け身ではなく積極的に社会に関わること
の大切さを訴

うった
えました。　　　　　　　

3

見方・考え方

小学校·地理·歴史·他教科との関連

ダミー文章ですダミー文章ですダミー文章です
ダミー文章ですダミー文章です

ダミー文章です0第 節 ここに
バーコード
が入ります

0節の問い

民主主義と日本国憲法1第 節

日日本本国国憲憲法法とと私私たちたち1第 章第 部2
民主的な社会をつくるために、私

わたし
たちはどのように憲

けん
法
ぽう
をとらえ、考えていくべきなのだろうか。1章の問い

ここに
QRコード
が入ります

民主社会では、なぜ法に基
もと

づく
政
せい

治
じ

が大切なのだろうか。
1節の問い

32

p.32 1
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　　　について「学習後の振り返り」を記入してみよう。
学習課題

展

　
　
　
　
　
　
開

３.　「国家権力」と
は何かを考える。

○　権力、国家権力の必要性を理解
させるとともに、具体的にどのよう
な形で現れるかを本文から読み取ら
せる。
◆　教の「確認をしよう」を考えな
がら、国家権力を理解させるととも
に、国家権力の濫用を防ぐために憲
法が必要であるという考え方を理解
させる。Wプリント

４.　民主主義と立憲
主義の考え方を理解
する。
⑴民主主義の考え方

⑵アクティブ公民

⑶立憲主義の考え方

○　民主主義を実現するためには、
社会に積極的に関わっていくことが
大切であることに気づかせる。

◆　A案やお化け屋敷に賛成の人数
と、A案やお化け屋敷以外に賛成の
人数を比べ、多数決の問題点に気づ
かせる。A案やお化け屋敷が過半数
になっていないこと（反対派が過半
数になっていること）に気づかせる。
Wプリント

◆　多数決は時間のかかる方法であ
ることに気づかせる。

◆　多数決によって少数の人の権利
を侵害したり、独裁者を生み出した
りすることもあり、それを防ぐため、
あらかじめ一定の手続きに則った
ルール（憲法）をつくり、国家権力
の濫用を防ぐ立憲主義の必要性を理
解させる。Wプリント

整

　
　
理

５.　本時のまとめと
して、学習課題を振
り返る。

〇　「学習後の振り返り」を記入さ
せ、「学習前の予想」と比較させる。
Wシート

６.　学習課題をもと
に、「説明しよう」
を考える。

◆　国家権力の意義と危険性、民主
主義の意義と限界、立憲主義の基本
的な考え方から説明することができ
たか確認する。Wプリント

p.33コラム

民
主
主
義
と
日
本
国
憲
法

1
節

公民アクティブ 多数決を利用した決め方を考えよう　　　　　　　　見方・考え方

5

10

15

かせます。多数決を上手に使えば、少数の人が間
ま

違
ちが

った決定をしよ
うとしたとき、ほかの多くの人がそれを正せます。また、決定に参
加した人は、たとえ自分の思いどおりの決定にならなかったとして
も、それを受け入れようという気持ちになりやすいでしょう。
　そこで、国家権力を適

てき

切
せつ

に行使するために、すべての国民が決定
に参加すべきだという考え方が生まれました。これが民主主

しゅ
義
ぎ

です。
また、それに基

もと

づく政
せい

治
じ

を、民主政
せい

治
じ

といいます。
　　　　　　　　　　民主政治の下

もと

では国民全員が政治に参加する
ので、国民の多くが苦しむような決定はされに

くくなります。しかし、特定の職
しょく

業
ぎょう

の人にだけ重い税
ぜい

金
きん

を課すなど、
少数派

は

の権
けん

利
り

を侵
しん

害
がい

する決定を防
ふせ

ぐのが困
こん

難
なん

な場合もあります。ま
た、選挙で選ばれた大

だい

統
とう

領
りょう

や議会の多数派が、軍隊や警
けい

察
さつ

を使って
反対派・少数派を弾

だん

圧
あつ

し、独
どく

裁
さい

や戦争を始めることもあります。
　かつて、国家のそうしたあやまちを経

けい

験
けん

したことで、国家の人
じん

権
けん

侵害を禁
きん

止
し

し、独裁や戦争を防ぐためのしくみを盛
も

り込
こ

んだきまり
が必要だと考えられるようになりました。そのきまりを憲

けん
法
ぽう

といい、
国家権力の濫用を防ぐために憲法が必要だという考え方を立

りっ

憲
けん

主
しゅ

義
ぎ

といいます。民主主義と立憲主義は、国家権力を正しく使うために、
とても重要な考え方なのです。

解説 4 p.20、42

2 3 p.42

立憲主義の
考え方

p.43

p.34
国家権

けん
力
りょく
とはどのような力か、本

文から書き出してみよう。

国家権
けん
力
りょく
をよりよく正しく使うた

めに重要な考え方について説明し
てみよう。

確認しよう

説明しよう

解 説 多数決
多数決は多くの人の意見を反

はん
映
えい
できます。し

かし、案のつくり方によっては、過
か
半
はん
数
すう
の意見

が結果に反
はん
映
えい
しないこともあります。話し合い

を全くせずに決議すると、勘
かん
違
ちが
いが正されな

かったり、少数意見の尊
そん
重
ちょう
がされなくなったり

します。また、個
こ
人
じん
の自由に任

まか
せるべきことを

多数決で決めてはなりません。

↑ 多数決の問題点 10 人のうちＡ案に 4
人、Ｂ案に 3 人、Ｃ案に 3 人が賛

さん
成
せい

しています。
この場合、最も賛成の多い意見を採用すればＡ
案になりますが、Ａ案に賛成しない人の数は賛
成する人より多くなります。

4

A 案に賛成（４人）…
さんせい

B 案に賛成（３人）…

C 案に賛成（３人）…

1 2 3 4

5 6 7

8 9 10
A案に賛成しない（６人）

文化祭に向けて、クラスの出し物を何にするか、
クラス全員で話し合ったところ、お化け屋

や

敷
しき

、カ
フェ、演

えん

劇
げき

の 3案に絞
しぼ

られました。そこで、多数
決を行ったところ、結果は右のようになりました。

【出し物の第一候
こう

補
ほ

】
お化け屋

や
敷
しき
…17人

カフェ…10人
演
えん
劇
げき
…8人

生徒Ａの意見
もう話し合いは尽

つ
くしたの

で、1回の多数決の結果で
決めたらよい。

生徒Ｂの意見
お化け屋

や
敷
しき
が最多だった

が、過
か
半
はん
数
すう
ではないから、

お化け屋敷とカフェでもう
一回決選投票をしたらよい。

生徒Ｃの意見
多くの意見を反

はん
映
えい
できるよ

うに、第二候
こう
補
ほ
の意見も聞

いて、第一候補と第二候補
の合計で決めたらよい。

出し物の候
こう
補
ほ
3 案について、第一候補と第一候補でない生徒の人数を右の

表にまとめてみよう。
生徒Ａ～Ｃの意見を参考に、どのような決め方がよいか、効

こう
率
りつ
や民主主

しゅ
義
ぎ
の

考え方を踏
ふ
まえながら考えてみよう。

について、周りの人と意見交
こう
換
かん
をしてみよう。

Q ①

Q ②

Q ③ ②

出し物 第一候
こう

補
ほ

第一候補でない

お化け屋
や
敷
しき

人 人

カフェ 人 人

演
えん
劇
げき

人 人

33

国家権力とはどのような力だろうか。

どうして、憲法には警察を制限する条文があるのだろうか。

どうして、憲法には国家権力の濫用を防ぐ条文があるのだ
ろうか。

民主主義とはどのような考え方だろうか。

日本国憲
けん

法
ぽう

では、基
き

本
ほん

的人
じん

権
けん

の尊
そん

重
ちょう

をどのように保
ほ

障
しょう

しているの
だろうか。学習課題

5

10

15

　　　　　　　　　　多様な個
こ

性
せい

をもつ人々が共
きょう

存
ぞん

し、自分らしく
幸福に生きるには、個

こ

人
じん

の尊
そん

重
ちょう

が不
ふ

可
か

欠
けつ

です。
個人の尊重とは、例えば、「人は国に奉

ほう

仕
し

する道具だ」「生産活動が
できない人はむだな存

そん

在
ざい

だ」といった考え方を許
ゆる

さず、一人ひとり
を、かけがえのない存在として、平等に配

はい

慮
りょ

し尊重することです。
　しかし、過

か

去
こ

には国家が、特定の価
か

値
ち

観や宗
しゅう

教
きょう

、考え方を強要し、
人々の多様性

せい

を否
ひ

定
てい

することもありました。日本もその例外ではあ
りません。そこで、憲

けん

法
ぽう

13 条
じょう

は「すべて国民は、個人として尊重
される」と定めました。個人の尊重は、憲法上の権

けん

利
り

保
ほ

障
しょう

の出発点
となる規

き

範
はん

です。
　　　　　　　　　　個人の尊重を実

じつ

現
げん

するためには、国民に基
き

本
ほん

的人
じん

権
けん

が保障されなければなりません。
　まず必要なのは、私

わたし

たちの自由が守られる範
はん

囲
い

を決めて、国家の
介
かい

入
にゅう

を禁
きん

止
し

することです。そこで憲法は、思想・良心の自由、信教
の自由、表

ひょう

現
げん

の自由などの精
せい

神
しん

活動の自由、職
しょく

業
ぎょう

選
せん

択
たく

の自由などの
経
けい

済
ざい

活動の自由、不当に逮
たい

捕
ほ

されない権利や適
てき

正
せい

手
て

続
つづき

なしに刑
けい

罰
ばつ

を
受けない権利などの生命・身体の自由を保障しています。

個人の尊重とは

1

（第13条）

4

個人の尊重の
実現

p.34 2 3

p.46

p.46

p.47

基
き

本
ほん

的人
じん

権
けん

の制
せい

限
げん

　人々の考えや行動まで制限する治安
維
い

持
じ

法の制
せい

定
てい

にあたり、反対行動を起
こした運動家が警

けい

官
かん

隊と衝
しょう

突
とつ

し、検
けん

挙
きょ

されました。大日本帝
てい

国
こく

憲
けん

法
ぽう

では、臣
民の権

けん

利
り

は法
ほう

律
りつ

によって制限されてい
ました。

　　　　この運動家はどのような理由
で検

けん

挙
きょ

されたのだろうか。
対話

個個人人のの尊尊重重とと
憲憲法法上上のの権権利利1

↑　基
き

本
ほん

的人
じん

権
けん

の尊
そん

重
ちょう

（文部省『あたらしい憲
けん

法
ぽう

のはなし』　1947 年） 
　 　 　 　 資

し
料
りょう

で述
の

べられている事
こと

柄
がら

は、3
のどの権

けん
利
り

に当てはまるか考えてみよう。

2
小 地 歴

資料活用

←　治安維
い

持
じ

法の反対集会で検
けん

挙
きょ

される運動
家（中央）（1925 年） 
1

小 地 歴

治安維持法（歴）　基本的人権の尊重（小・歴）小学校⃝地理⃝歴史⃝他教科との関連

日本国憲
けん

法
ぽう

では、なぜ基
き

本
ほん

的人
じん

権
けん

が保
ほ

障
しょう

されているのだろうか。
基本的人権の尊重2第 節 ここに

QR コード
が入ります

2節の問い

44

p.441

なぜ多数決で負けた側の意見もきちんと聞かなければなら
ないのだろうか。

多数決で過半数に達しない場合はどのように意見を決める
ことができるか、考えて話し合ってみよう。

多数決の問題点は何だ
ろうか。

民
主
主
義
と
日
本
国
憲
法

1
節

公民アクティブ 多数決を利用した決め方を考えよう　　　　　　　　見方・考え方

5

10

15

かせます。多数決を上手に使えば、少数の人が間
ま

違
ちが

った決定をしよ
うとしたとき、ほかの多くの人がそれを正せます。また、決定に参
加した人は、たとえ自分の思いどおりの決定にならなかったとして
も、それを受け入れようという気持ちになりやすいでしょう。
　そこで、国家権力を適

てき

切
せつ

に行使するために、すべての国民が決定
に参加すべきだという考え方が生まれました。これが民主主

しゅ
義
ぎ

です。
また、それに基

もと

づく政
せい

治
じ

を、民主政
せい
治
じ

といいます。
　　　　　　　　　　民主政治の下

もと

では国民全員が政治に参加する
ので、国民の多くが苦しむような決定はされに

くくなります。しかし、特定の職
しょく

業
ぎょう

の人にだけ重い税
ぜい

金
きん

を課すなど、
少数派

は

の権
けん

利
り

を侵
しん

害
がい

する決定を防
ふせ

ぐのが困
こん

難
なん

な場合もあります。ま
た、選挙で選ばれた大

だい

統
とう

領
りょう

や議会の多数派が、軍隊や警
けい

察
さつ

を使って
反対派・少数派を弾

だん

圧
あつ

し、独
どく

裁
さい

や戦争を始めることもあります。
　かつて、国家のそうしたあやまちを経

けい

験
けん

したことで、国家の人
じん

権
けん

侵害を禁
きん

止
し

し、独裁や戦争を防ぐためのしくみを盛
も

り込
こ

んだきまり
が必要だと考えられるようになりました。そのきまりを憲

けん

法
ぽう

といい、
国家権力の濫用を防ぐために憲法が必要だという考え方を立

りっ

憲
けん

主
しゅ

義
ぎ

といいます。民主主義と立憲主義は、国家権力を正しく使うために、
とても重要な考え方なのです。

解説 4 p.20、42

2 3 p.42

立憲主義の
考え方

p.43

p.34
国家権

けん
力
りょく
とはどのような力か、本

文から書き出してみよう。

国家権
けん
力
りょく
をよりよく正しく使うた

めに重要な考え方について説明し
てみよう。

確認しよう

説明しよう

解 説 多数決
多数決は多くの人の意見を反

はん
映
えい
できます。し

かし、案のつくり方によっては、過
か
半
はん
数
すう
の意見

が結果に反
はん
映
えい
しないこともあります。話し合い

を全くせずに決議すると、勘
かん
違
ちが
いが正されな

かったり、少数意見の尊
そん
重
ちょう
がされなくなったり

します。また、個
こ
人
じん
の自由に任

まか
せるべきことを

多数決で決めてはなりません。

↑ 多数決の問題点 10 人のうちＡ案に 4
人、Ｂ案に 3 人、Ｃ案に 3 人が賛

さん
成
せい

しています。
この場合、最も賛成の多い意見を採用すればＡ
案になりますが、Ａ案に賛成しない人の数は賛
成する人より多くなります。

4

A 案に賛成（４人）…
さんせい

B 案に賛成（３人）…

C 案に賛成（３人）…

1 2 3 4

5 6 7

8 9 10
A案に賛成しない（６人）

文化祭に向けて、クラスの出し物を何にするか、
クラス全員で話し合ったところ、お化け屋

や

敷
しき

、カ
フェ、演

えん

劇
げき

の 3案に絞
しぼ

られました。そこで、多数
決を行ったところ、結果は右のようになりました。

【出し物の第一候
こう

補
ほ

】
お化け屋

や
敷
しき
…17人

カフェ…10人
演
えん
劇
げき
…8人

生徒Ａの意見
もう話し合いは尽

つ
くしたの

で、1回の多数決の結果で
決めたらよい。

生徒Ｂの意見
お化け屋

や
敷
しき
が最多だった

が、過
か
半
はん
数
すう
ではないから、

お化け屋敷とカフェでもう
一回決選投票をしたらよい。

生徒Ｃの意見
多くの意見を反

はん
映
えい
できるよ

うに、第二候
こう
補
ほ
の意見も聞

いて、第一候補と第二候補
の合計で決めたらよい。

出し物の候
こう
補
ほ
3 案について、第一候補と第一候補でない生徒の人数を右の

表にまとめてみよう。
生徒Ａ～Ｃの意見を参考に、どのような決め方がよいか、効

こう
率
りつ
や民主主

しゅ
義
ぎ
の

考え方を踏
ふ
まえながら考えてみよう。

について、周りの人と意見交
こう
換
かん
をしてみよう。

Q ①

Q ②

Q ③ ②

出し物 第一候
こう

補
ほ

第一候補でない

お化け屋
や
敷
しき

人 人

カフェ 人 人

演
えん
劇
げき

人 人
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p.334

立
りっ

憲
けん

主
しゅ

義
ぎ

とはどのようなしくみで、それを実
じつ

現
げん

していくためには
どのような取り組みが必要なのだろうか。学習課題

5

10

15

　　　　　　　　　　私
わたし

たちの周りには、よりよく生きるためのき
まりがたくさんあります。ほかの国を侵

しん

略
りゃく

しな
い、ほかの人の体を傷

きず

つけたり財
ざい

産
さん

を奪
うば

ったりしない、警
けい

察
さつ

署
しょ

・消
しょう

防
ぼう

署・学校などを支
ささ

えるために公平に税
ぜい

金
きん

を出し合う、貧
まず

しい人や
病気になった人を助けるしくみをつくるなどのきまりがあります。
　たくさんの人が納

なっ

得
とく

してできたきまりなら、多くの人はそれを守
りますが、わがままを通すために、大事なきまりを破

やぶ

ろうとする人
もいます。そこで、人々の自由を制

せい

限
げん

して、きまりを守るよう強
きょう

制
せい

する力が必要になります。人に何かを強制する力を権
けん

力
りょく

といい、国
家が国民に強制する力を、国家権

けん

力
りょく

といいます。
私たちの自由は、何よりも尊

そん

重
ちょう

されなくてはなりません。しかし、
私たちの生活にとって欠かせない大事なきまりを人々に守らせるた
め、国家権力はなくてはならないものです。
　　　　　　　　　　国家権力を、濫

らん

用
よう

せず、よりよく使うには、
どうすればよいでしょうか。

何かを判
はん

断
だん

するとき、一人ひとりの能
のう

力
りょく

は限
かぎ

られていますが、多
くの人が決定に参加すれば、それぞれがもつ多様な情

じょう

報
ほう

や知
ち

識
しき

を生

国家権力とは
p.20

p.156

p.76

1

民主主義の
考え方

民主主義、独裁（歴）

私
わたし

たちを守る国家権
けん

力
りょく

警
けい

察
さつ

は私
わたし

たちの安全な生活や社会の秩
ちつ

序
じょ

を守るために、地
ち

域
いき

のパトロール、防
ぼう

犯
はん

活動、犯
はん

罪
ざい

捜
そう

査
さ

、交通安全活動、災
さい

害
がい

・
テロへの対

たい

策
さく

などを行っています。

　　　　警
けい

察
さつ

はどのような役
やく

割
わり

を果たして
いるのだろうか。
対話

民民主主主主義義とと
立立憲憲主主義義1

← 祭りの交通整理を行う警
けい

察
さつ

官
かん

（東京都台
たい

東
とう

区 、
2022 年）
1

↑ オンラインによる生徒総
そう

会
かい

学校におけ
る自分たちに関わる問題を話し合い、決定を行
う生徒会は、私

わたし
たちの身近な社会で行われてい

る民主主
しゅ

義
ぎ

ということができます。

2

　あなたの国が、あなたのために何ができる
かを問わないでほしい。あなたが、あなたの
国のために何ができるかを問うてほしい。

↑ ケネディ大
だい

統
とう

領
りょう

による就
しゅう

任
にん

式での演
えん

説
ぜつ

（ア
メリカ、1961 年） 民主主

しゅ
義
ぎ

のあり方に基
もと

づ
き、受け身ではなく積極的に社会に関わること
の大切さを訴

うった
えました。　　　　　　　

3

見方・考え方

小学校⃝地理⃝歴史⃝他教科との関連

ダミー文章ですダミー文章ですダミー文章です
ダミー文章ですダミー文章です

ダミー文章です0第 節 ここに
バーコード
が入ります

0節の問い

民主主義と日本国憲法1第 節

日日本本国国憲憲法法とと私私たちたち1第 章第 部2
民主的な社会をつくるために、私

わたし
たちはどのように憲

けん
法
ぽう
をとらえ、考えていくべきなのだろうか。1章の問い

ここに
QR コード
が入ります

民主社会では、なぜ法に基
もと

づく
政
せい

治
じ

が大切なのだろうか。
1節の問い

32

p.323

　　　　�国家権力をよりよく正しく使うために重要な考
え方について説明してみよう。説明しよう

31条：何人も、法律の定める手続によらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を
科せられない。
33条：何人も、現行犯として逮捕される場合を除い
ては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっ
ている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕され
ない。
35条：何人も、その住居、書類及び所持品について、
侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第
33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せら
れ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状
がなければ、侵されない。 p.228日本国憲法　

「国民が参加する民主主義」

学習課題の解答例については解 p.32も参照。
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見開きの目標や評価規準の具体例、授業展開案を掲載し、教科書を活用した指導の流
れがわかります。授業展開案では、指導書Webサポート（本資料p.17-18）に収録
している「見通し・振り返りシート」や「授業プリント」、QRコンテンツおよびデジ
タル科書のコンテンツの使いどころも示しています。

▼令和７年度版公民的分野の指導書（指導・評価編）　本文ページ

本文ページ本文ページ紙媒体
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▼ 令和７年度版地理的分野の指導書（指導・評価編）　デジタル教科書節まとめ案

2   3

学習の前に

デジタル教科書
節まとめ案

節まとめの問い

　近畿地方
３部３章３節

節まとめのプロセス

白地図を使った解答例

評価規準の具体例

指導計画例

p.199 ～ 216 地理的な見方・考え方の着眼点
位置や分布　　場所　　人間と自然の関わり　　他地域との結びつき　　地域の特徴

白地図でまとめるメリットと留意点
• 白地図でのまとめには、地理的な見方・考え方に基づき、地形や気候など（自然条件）と、人口増加による開発や産業の発

展に伴って求められてきた環境保全の取り組みなど（社会条件）の双方を踏まえて思考し、自分なりに表現する力が求めら
れる。このまとめ課題を通じ、知識及び技能の習得のみならず、生徒の資質・能力を総合的にバランスよく育むことが可能
となる。

• 近畿地方の白地図まとめの作成では、教科書 p.203 ⑧から近畿地方の北部・中央部・南部の気候の特徴を最低限留意させ、
より発展的には各府県の人口や教科書 p.204 ②を参考に近畿地方の人々の琵琶湖・淀川水系の利用割合を調べるなど、デー
タから判断できる内容を追記して客観性の高い白地図まとめになるよう助言する。

評価のポイント
• 複数の資料をもとに、近畿地方の北部・中央部・南部の気候の特徴の違いを表現している。
• 近畿地方の人口分布と琵琶湖・淀川水系の水の利用率の関連について説明している。
• 気候の違いが水資源の分布や生活・産業への利活用に関連することを説明している。
•  ため池やリサイクル水の活用、水質改善の取り組みなど、琵琶湖・淀川水系以外の水資源の確保とその保全について複数の

視点で述べている。
これらの条件をすべて満たしていれば A 評価とする。

• 近畿地方は地形と気候の特徴から北部・中央部・南部の三つの地域に分けられる。中央部に広がる京阪神大都市圏は、南北
に位置する山地や高地によって季節風が遮られるため年間を通して降水量が少ないことに気付かせる。京阪神大都市圏の人
口や産業を支えるために、琵琶湖・淀川水系やため池といった複数の水資源を生活・農業・工業用水などに利用して自然と
共存している人間の営みに着目させる。

近畿地方の人口の増加や産業の発展と水（生活・農業・工業用水など）にはど
のような関連があるのだろうか。水資源の分布に着目して白地図にまとめよう。

1.  はじめに、節まとめの問いに対して自分なりの答えを白地図でまとめていくことを示し、学習の見通しをもたせる。
2. 毎時間の整理で、節まとめの問いに関わる必要なカードを作成させ、節まとめの問いと毎時間のつながりを確認させる。
3.  毎時間の整理を基に、「まとめも」の機能を活用し、カードに関する補足説明をしたり、カードの色を変えて分類したり、カー

ドどうしを矢印でつなげて関連性を考えたりしながら、節まとめの問いに対して構造化させて自分の答えをまとめていく。
　※オレンジ色の作成したいカードについては、節のまとめでは必須語句となるため、作成していない生徒がいれば作成を促す。

　近畿地方の中央部は、季節風が運ぶ湿った空気が南北に広がる山地や高地に遮られて降水量が少ない。そのため、人口増加の
なかで市街地を広げてきた京阪神大都市圏の生活や産業は琵琶湖・淀川水系の水に支えられている。これらの水を今後も利用し
続けるために、大阪湾沿岸の地域では地下水の汲み上げすぎによる地盤沈下の対策としてリサイクル水を利用したり、播磨平野
や奈良盆地では水不足に備えるために農業用のため池が多く作られたりするなどの様々な工夫が見られる。

知識・技能
・ 地図や資料を活用し、近畿地方の自然環境や歴史的景観の保全などの特色ある事象を読み取り、近畿地方の地域的特

色を理解している。

思考・判断・
表現

・ 自然環境や歴史的景観の保全に関わる取り組みを、人口の分布や住民の生活および産業の変化などと関連付けながら、
原因と対策、効果の面から多面的・多角的に考察し、表現している。

主体的に学
習に取り組
む態度

・ 近畿地方について、よりよい社会の実現を視野に、自然環境や歴史的景観の保全の視点からみた人々の生活や産業の
課題を、主体的に追究しようとしている。

項目 本時の目標 端末活用 作成したいカード

１
近 畿 地 方 の
自然環境

(1) 近畿地方は地形や気候の特色から、大きく三つの地域に分
けられることを理解することができる。

(2) 近畿地方では、中央部に平野や盆地が広がり、人口が集中
していることを理解することができる。

白地図の提示

読図・カード作成

白地図で整理

琵琶湖 淀川 中国山地

丹波高地 紀伊山地 リアス海岸

季節風 黒潮 ため池

２
琵琶湖の水が
支える京阪神
大都市圏

(1) 琵琶湖と淀川の水質保全が重要である理由を、人口や都市
の視点と関連付けて考察できる。

(2) 琵琶湖の水を守る取り組みの歴史的な経緯を理解し、環境
保全の大切さに気付くことができる。

図版の読み取り

読図・カード作成

白地図で整理

京阪神大都市圏 ニュータウン

琵琶湖・淀川水系 水質悪化

水質改善

３
阪 神 工 業 地
帯 と 環 境 問
題 へ の 取 り
組み

(1) 阪神工業地帯の臨海部の工業地帯の変容を、環境対策の視
点などから理解することができる。

(2) 中小企業の高い技術を受け継いでいくための取り組みや、
地域住民と共存していくための取り組みについて調べ、課
題の解決について考察することができる。

カード作成

白地図で整理

阪神工業地帯 地盤沈下

大気汚染 公害 水の再利用

中小企業

４
古都京都・奈
良 と 歴 史 的
景観の保全

(1) 京都や奈良では、歴史的な景観や文化財を保全し、観光資
源として生かしていることを理解することができる。

(2) 京都や奈良の人々が、歴史的な景観や文化財の保全に取り
組んでいる理由を考察することができる。

カード作成

白地図で整理
古都 伝統的工芸品   

5
環 境 に 配 慮
し た 林 業 と
漁業

(1) 近畿地方の林業や漁業では、環境保全のためにどのような
取り組みを行っているかを理解することができる。

(2) 近畿地方の林業は、森林管理の技術を受け継ぐ若い後継者
が少ないことが課題であることに気付き、どのようなこと
ができるかを考察することができる。

カード作成

白地図で整理

環境林 熊野古道 観光客の増加

日本海 干潟の再生 里海

節のまとめ まとめ・発表・提出

※カードの配色は解答例の凡例の通りである。配色は一例であり、凡例は生徒に自由に作成させて良い。

※超教科書ビューアの「マイリンク」機能を使用して教科書図版や生徒が各自で調べた関連資料などをリンクさせている。

※デジタル教科書オリジナルの問いです

2   3

学習の前に

デジタル教科書
節まとめ案

節まとめの問い

　近畿地方
３部３章３節

節まとめのプロセス

白地図を使った解答例

評価規準の具体例

指導計画例

p.199 ～ 216 地理的な見方・考え方の着眼点
位置や分布　　場所　　人間と自然の関わり　　他地域との結びつき　　地域の特徴

白地図でまとめるメリットと留意点
• 白地図でのまとめには、地理的な見方・考え方に基づき、地形や気候など（自然条件）と、人口増加による開発や産業の発

展に伴って求められてきた環境保全の取り組みなど（社会条件）の双方を踏まえて思考し、自分なりに表現する力が求めら
れる。このまとめ課題を通じ、知識及び技能の習得のみならず、生徒の資質・能力を総合的にバランスよく育むことが可能
となる。

• 近畿地方の白地図まとめの作成では、教科書 p.203 ⑧から近畿地方の北部・中央部・南部の気候の特徴を最低限留意させ、
より発展的には各府県の人口や教科書 p.204 ②を参考に近畿地方の人々の琵琶湖・淀川水系の利用割合を調べるなど、デー
タから判断できる内容を追記して客観性の高い白地図まとめになるよう助言する。

評価のポイント
• 複数の資料をもとに、近畿地方の北部・中央部・南部の気候の特徴の違いを表現している。
• 近畿地方の人口分布と琵琶湖・淀川水系の水の利用率の関連について説明している。
• 気候の違いが水資源の分布や生活・産業への利活用に関連することを説明している。
•  ため池やリサイクル水の活用、水質改善の取り組みなど、琵琶湖・淀川水系以外の水資源の確保とその保全について複数の

視点で述べている。
これらの条件をすべて満たしていれば A 評価とする。

• 近畿地方は地形と気候の特徴から北部・中央部・南部の三つの地域に分けられる。中央部に広がる京阪神大都市圏は、南北
に位置する山地や高地によって季節風が遮られるため年間を通して降水量が少ないことに気付かせる。京阪神大都市圏の人
口や産業を支えるために、琵琶湖・淀川水系やため池といった複数の水資源を生活・農業・工業用水などに利用して自然と
共存している人間の営みに着目させる。

近畿地方の人口の増加や産業の発展と水（生活・農業・工業用水など）にはど
のような関連があるのだろうか。水資源の分布に着目して白地図にまとめよう。

1.  はじめに、節まとめの問いに対して自分なりの答えを白地図でまとめていくことを示し、学習の見通しをもたせる。
2. 毎時間の整理で、節まとめの問いに関わる必要なカードを作成させ、節まとめの問いと毎時間のつながりを確認させる。
3.  毎時間の整理を基に、「まとめも」の機能を活用し、カードに関する補足説明をしたり、カードの色を変えて分類したり、カー

ドどうしを矢印でつなげて関連性を考えたりしながら、節まとめの問いに対して構造化させて自分の答えをまとめていく。
　※オレンジ色の作成したいカードについては、節のまとめでは必須語句となるため、作成していない生徒がいれば作成を促す。

　近畿地方の中央部は、季節風が運ぶ湿った空気が南北に広がる山地や高地に遮られて降水量が少ない。そのため、人口増加の
なかで市街地を広げてきた京阪神大都市圏の生活や産業は琵琶湖・淀川水系の水に支えられている。これらの水を今後も利用し
続けるために、大阪湾沿岸の地域では地下水の汲み上げすぎによる地盤沈下の対策としてリサイクル水を利用したり、播磨平野
や奈良盆地では水不足に備えるために農業用のため池が多く作られたりするなどの様々な工夫が見られる。

知識・技能
・ 地図や資料を活用し、近畿地方の自然環境や歴史的景観の保全などの特色ある事象を読み取り、近畿地方の地域的特

色を理解している。

思考・判断・
表現

・ 自然環境や歴史的景観の保全に関わる取り組みを、人口の分布や住民の生活および産業の変化などと関連付けながら、
原因と対策、効果の面から多面的・多角的に考察し、表現している。

主体的に学
習に取り組
む態度

・ 近畿地方について、よりよい社会の実現を視野に、自然環境や歴史的景観の保全の視点からみた人々の生活や産業の
課題を、主体的に追究しようとしている。

項目 本時の目標 端末活用 作成したいカード

１
近 畿 地 方 の
自然環境

(1) 近畿地方は地形や気候の特色から、大きく三つの地域に分
けられることを理解することができる。

(2) 近畿地方では、中央部に平野や盆地が広がり、人口が集中
していることを理解することができる。

白地図の提示

読図・カード作成

白地図で整理

琵琶湖 淀川 中国山地

丹波高地 紀伊山地 リアス海岸

季節風 黒潮 ため池

２
琵琶湖の水が
支える京阪神
大都市圏

(1) 琵琶湖と淀川の水質保全が重要である理由を、人口や都市
の視点と関連付けて考察できる。

(2) 琵琶湖の水を守る取り組みの歴史的な経緯を理解し、環境
保全の大切さに気付くことができる。

図版の読み取り

読図・カード作成

白地図で整理

京阪神大都市圏 ニュータウン

琵琶湖・淀川水系 水質悪化

水質改善

３
阪 神 工 業 地
帯 と 環 境 問
題 へ の 取 り
組み

(1) 阪神工業地帯の臨海部の工業地帯の変容を、環境対策の視
点などから理解することができる。

(2) 中小企業の高い技術を受け継いでいくための取り組みや、
地域住民と共存していくための取り組みについて調べ、課
題の解決について考察することができる。

カード作成

白地図で整理

阪神工業地帯 地盤沈下

大気汚染 公害 水の再利用

中小企業

４
古都京都・奈
良 と 歴 史 的
景観の保全

(1) 京都や奈良では、歴史的な景観や文化財を保全し、観光資
源として生かしていることを理解することができる。

(2) 京都や奈良の人々が、歴史的な景観や文化財の保全に取り
組んでいる理由を考察することができる。

カード作成

白地図で整理
古都 伝統的工芸品   

5
環 境 に 配 慮
し た 林 業 と
漁業

(1) 近畿地方の林業や漁業では、環境保全のためにどのような
取り組みを行っているかを理解することができる。

(2) 近畿地方の林業は、森林管理の技術を受け継ぐ若い後継者
が少ないことが課題であることに気付き、どのようなこと
ができるかを考察することができる。

カード作成

白地図で整理

環境林 熊野古道 観光客の増加

日本海 干潟の再生 里海

節のまとめ まとめ・発表・提出

※カードの配色は解答例の凡例の通りである。配色は一例であり、凡例は生徒に自由に作成させて良い。

※超教科書ビューアの「マイリンク」機能を使用して教科書図版や生徒が各自で調べた関連資料などをリンクさせている。

※デジタル教科書オリジナルの問いです

デジタル教科書を活用した単元のまとめの手順を掲載しています。単元の内容に 
沿ったオリジナルの思考ツールを用いて、振り返りができるようにしています。

デデジタル教科書章・節まとめ案 
指指導書（指導・評価編）

紙媒体
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指指導書（Webサポート）

第２部第３章 第５節 社会の変化と幕府の対策 

教科書p.134～147 

問１ ひとみさんとしゅんさんは，江戸時代に政治の中心となった３人の人物について調べ，［資料１］

［資料２］［資料３］のようにまとめた。［資料１］［資料２］［資料３］を読んで，各問いに答えな

さい。 

［資料１］ 

＜徳川吉宗の政治＞ 

・幕府の財政
ざいせい

を立て直すために，徳川吉宗が行った政治改革のことを（ Ａ ）の改革とよぶ。 

・ぜいたくを禁止し，質
しっ

素
そ

・倹約
けんやく

を掲
かか

げるなどして，ａ幕府の財政再建に努めた。 

→18世紀ごろからｂ農民の暮らしにも変化がみられるようになった。 

［資料２］ 

＜田沼意次の政治＞ 

・田沼意次は，ｃ従来の政策を転換して幕府の財政を立て直そうとした。 

・長崎貿易を活発化するために，海産物の輸出を奨
しょう

励
れい

した。 

→経済政策へのｄ批判が高まった。 

［資料３］ 

＜松平定信の政治＞ 

・幕府の財政を立て直すために，松平定信が行った政治改革のことを（ Ｂ ）の改革とよぶ。 

・荒れた農村を立て直し，都市の貧困を減らすために，江戸に出稼
かせ

ぎに来た農民を故
こ

郷
きょう

へ帰 

した。 

(1) ［資料１］のＡと［資料３］のＢに当てはまる語句をそれぞれ漢字２文字で答えなさい。知 

(2) ［資料１］の下線部ａについて，［資料４］から読み取れることについて述べた［文章１］の①・

②の正誤の組み合わせとして適切なものを次のア～エから一つ選び，記号で答えなさい。知 

［資料４］ 幕領から幕府へ納められた年貢の量と米の値段の変動 

 

 

 

2 
 

 考えよう  

②「整理しよう」を踏まえて、あなたが将軍であったら、どのような処罰を下すだろうか。
以下のいずれかを選び、当時の資料に基づいた判断の根拠を明確にして書こう。 

助助命命  ・・  厳厳罰罰  ・・  そそのの他他  
赤穂浪士たちの処分は、 

その根拠 

 

 表現しよう  

③資料の、実際の幕府の処罰を読み、あなたの考えとどの点に相違があったのか、確認しよ
う。 
④なぜ、幕府は浪士たちに、全員「切腹」という処罰を決定したのだろうか。グループにな
り、その理由を綱吉が目指した政治の考えを根拠に、グループの人に説明しよう。 

メモ欄 

 

評価規準の具体例
①＝知識・技能　②＝思考・判断・表現

③＝主体的に学習に取り組む態度

評価規準の具体例につながる指導のポイント
①＝知識・技能　②＝思考・判断・表現

③＝主体的に学習に取り組む態度

〈第１部 第１節のねらい〉
⑴中学校の歴史学習の導入と
して，小学校で学習した内容
を基に課題を追究したり解決
したりする活動を通して，年
代の表し方や時代区分の意味
や意義についての基本的な内
容を理解させ，資料から歴史
に関わる情報を読み取った
り，年表などにまとめたりす
るなどの技能を身に付けさせ
る。
⑵小学校での学習を踏まえ
て，歴史上の人物や文化財，
出来事などと時代区分の関わ
りなどについて考察し，適切
に表現させる。

〈第１部 第１節の評価規準の具体例〉
①年代の表し方や時代区分の意味や意義について
の基本的な内容を理解している。
①資料から歴史に関わる情報を読み取ったり，年
表などにまとめたりするなどの技能を身に付けて
いる。
②時期や年代，推移，現在の私たちとのつながり
などに着目して，歴史上の人物や文化財，出来事
などから適切なものを取り上げ，時代区分との関
わりなどについて考察し表現している。
③過去を継承しつつ，現在に生きる自身の視点か
ら歴史に問いかけ，よりよい社会の実現を視野に
そこで見られる課題を主体的に追究しようとして
いる。

1 1

歴史をたどろう

◎この絵は何だろう？

⑴絵を活用して，小学校で学
んだ内容を基に，歴史を大き
く変えた人物や出来事を選択
し，その理由を説明できる。

①資料（絵）から知っていることを想起させ，歴
史を大きく変えた人物や事象を選択，理解させ
る。
②歴史を大きく変えた人物や事象などを適切に取
り上げ，関連付けて考察させ，根拠を含めて表現
させる。
③歴史を大きく変えた人物や事象などについて関
心を持たせ，さらに知りたいことやよく分からな
いことを整理させて，これからの学習につなげさ
せる。

２
|
３

２
|
５

１ 年代の表し方と時代区分

◎年代の表し方や時代区分には
どんな種類があるのだろうか。

⑴西暦，世紀，元号それぞれ
の意味と使い方を理解でき
る。
⑵政治の中心地による時代区
分や文化の特徴から名付けら
れた時代区分があることを理
解し，時代を区分できる。

①さまざまな年代の表し方や時代区分について理
解させ，西暦，世紀，元号などを使って適切に説
明させる。
①時代区分は解釈により異なることを理解させ，
資料（絵）に描かれた人物や出来事を事例として
時代を区分する技能を身に付けさせる。
②歴史を大きく変えた人物や出来事などを適切に
取り上げ，時代区分との関わりについて考察さ
せ，「歴史をたどろう」の道の上に，適切に時代
区分を書き込ませる。
③西暦，世紀，元号などの年代の表し方や，さま
ざまな時代区分について，分かったことを整理さ
せ，今後の学習へのつながりを見いださせる。

〈第２節のねらい〉
⑴身近な地域のなかで受け継
がれてきた伝統や文化への関
心を持って，具体的な事柄と
の関わりのなかで地域の歴史
を調べたり，収集した情報を
年表などにまとめたりするな
どの技能を身に付けさせる。
⑵博物館や郷土資料館などの
利用や地域の人々の協力も考
慮し，地域に残る文化財や諸
資料を活用して，身近な地域
の歴史的な特徴を多面的・多
角的に考察し，適切に表現さ
せる。

〈第２節の評価規準の具体例〉
①自らが生活する地域や受け継がれてきた伝統や
文化への関心を持って，具体的なことがらとの関
わりの中で，地域の歴史について調べたり，収集
した情報を年表などにまとめたりするなどの技能
を身に付けている。
②比較や関連，時代的な背景や地域的な環境，歴
史と私たちとのつながりなどに着目して，地域に
残る文化財や諸資料を活用して，身近な地域の歴
史的な特徴を多面的・多角的に考察し，表現して
いる。
③身近な地域の歴史や受け継がれてきた伝統・文
化に対する関心をもち，よりよい社会の実現を視
野にそこで見られる課題を主体的に追究しようと
している。

６
|
７

１　歴史の謎を探る 〜問いを作ろ
う〜

⑴地域の歴史に触れ，調べて
みたい事柄を探し，グループ
で話し合うなどして調べる課
題を決定できる。

①身近な地域の歴史や受け継がれてきた伝統・文
化に対する関心を高め，学習した人物，身近な人
の話や言い伝え，地域の気になる建物・風景，遺
跡・遺物，行事・風習などから，話し合いを基に
調べるテーマを適切に決めることができるように
する。
①図書館，博物館・資料館，インターネットなど
から適切に情報を集める技能を身に付けることが
できるようにする。

８
|
９

２　資料をよく見てヒントを探そう ⑴教科書や地域の副読本な
ど，身近な資料から基本的な
情報を集め，調べる視点を明
確にして，いくつかの仮説を
立てることができる。
⑵野外調査や聞き取り調査を
通して新たな情報を収集し，
整理できる。

①適切な地図・年表の作り方や，野外調査・聞き
取り調査のしかたを身に付けることができるよう
にする。
①身近な地域の歴史や受け継がれてきた伝統や文
化に関するさまざまな資料を収集し，予想に関連
のある情報を適切に読み取ったり，事実と事実で
ないことを区別したりするなど，記録を適切に整
理できるようにする。
②野外調査や聞き取り調査を通して，分からな
かったことや新たな疑問などを日本の歴史の大き
な流れと結び付けて考察し，自分の予想を根拠を
基に適切に表現できるようにする。

第１部　歴史のとらえ方と調べ方

第１節　歴史の流れと時代区分

第２節　歴史の調べ方・まとめ方・発表のしかた

※身近な地域の調査(10時限分)は，地域の題材に応じて適切な時期に行ってください。
※総時限数を135で構成しています（予備８，「タイムトラベル」11，「章の学習を振り返ろう」６などを含む）。

年間指導計画案

学
期

前
後
期

時限
教科書ペー

ジ
項　　目

（◎ 学習課題）
目　　標

１
年
１
学
期

1
年
前
期

時
期
不
定
期

時
期
不
定
期

10時限分の時
間が必要

1

授業プリント

指導書（指導・評価編）の本文ページの授業展開案（本資料p.13-
14）に対応したプリントです。教科書を活用した授業をサポートす
るほか、生徒の自学自習など、多様な授業スタイルに合わせてご活
用いただけます。
指導者用の解答も収録しています。

PDF Word

特設ページ対応ワークシート

教科書の「アクティビティに挑戦」や「学習を振り返ろう」などの
特設ページに対応したワークシートです。歴史は「タイムトラベ
ル」、公民は「学習の前に」に対応したワークシートも収録してい
ます。
指導者用の解答も収録しています。

WordPDF

評価問題（テスト例）

教科書の内容に準拠した評価問題（テスト例）です。教科書に掲載
している図版を豊富に使用した資料読解問題も充実しています。ま
た、観点別評価の参考として、各問に「知識・技能」「思考・判
断・表現」の評価観点を付しています。

Word

年間指導計画・評価規準資料

シラバスの作成にもご活用いただける各分野の年間指導計画・評価
規準資料です。地理・歴史・公民３分野の３年間の指導計画（３学
期制用と２学期制用）も収録しています。

Excel

そのほか、
• 教科書本文〈txt〉
• 教科書掲載図版〈JPEG〉
• 一問一答〈Word〉
• 授業のポイント（板書例）〈txt〉
• 「学習課題」「説明しよう」解答例〈Excel〉
• QRコンテンツへのリンク〈html〉
を収録しています。

学習の見通し・振り返りシート 
歴史的分野 第２部 第３章 第５節 社会の変化と幕府の対策 

第５節の問い：なぜ幕府は改革が必要だったのだろうか。 
 
節の見通し 
(1) 「節の問い」について、学んでみたいことや、疑問に思ったことを自分の言葉で表してみよう。 
 
 
 
(2) 解決のために、何が分かればよいか、どのようなことを調べればよいかなど、見通しを立てよう。 
 
 
 
学習前の予想・学習後の振り返り 

 
節の振り返り 
(1) 江戸時代後期に行われた幕政の諸改革は、どのような結果であったか、社会の変化と関連づけてそれぞれ説明してみよう。 
 
 
 
(2) この節で学んだことから、次の節の学習に生かせることを考えてみよう。 
 
 
 
 

本時の項目と学習課題 学習前の予想 学習後の振り返り 

1. 貨幣経済の広まり 
徳川吉宗はどのような改革を行ったの

だろうか。 

 
 
 
 
 

 

2. 繰り返される要求と改革 
百姓の要求と財政難に対して、幕府はど

のような対応を行ったのだろうか。 

 
 
 
 
 

 

3. 江戸の庶民が担った化政文化 
江戸時代後半には、どのような特色を持

った文化が展開したのだろうか。 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

見通し・振り返りシート

節ごとに見通しを立て、毎時間の見通し・振り返りを記録し、最後
に節の振り返りができるワークシートです。単元を通した見通し・
振り返り学習をサポートするほか、学習の前後で生徒の考えの変容
を見取ることができるため、評価の参考に最適です。
指導書と指導者用デジタル教科書（教材）を両方購入すると、ワー
クシートをGoogle Workspaceで運用し、生徒の回答を自動集計
することができます。

Word スプレッドシートExcel

こちらからも Web サポートの
サンプルをご覧いただけます。
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地図帳地図帳

◀ 令和３年度版
ワンポイント

　解説編
※ 令和７年度版

でも同様に作
成しています。

第３部 第３章 近畿地方 

教科書p.203～218 

問１ 近畿地方の気候について，［地図］を見て，各問いに答えなさい。 

［地図］ 

 

(1) ［地図］のＡ～Ｃの都市の雨温図はどれか，次のア～ウからそれぞれ一つずつ選び，記号で答え

なさい。知 

［雨温図］ 

 

評価問題（テスト例）

帝国書院の教科書に準拠した地理的分野・歴史的分野・公民的分野
のテスト例を収録しています。教科書に掲載している図版を豊富に
使用して資料読解問題にも取り組めるようにしています。また、各
問に「知識・技能」「思考・判断・表現」の評価観点を付している
ため、観点別評価の参考にもしていただけます。

白地図・ワークシート

地図帳と同じ図取りの白地図と、図に直接書き込む作業や、自らの
文章でまとめる作業を主体としたワークシートを収録しています。
ワークシートには指導者用の解答もあります。

モノクロ図版集

地図帳に掲載している主題図を、白黒版の画像データで収録していま
す。評価問題（テスト例）やプリントの作成などにご活用いただけます。

指指導書
「活用編」には地図帳を活用した指導例を、「ワンポイント
解説編」には、地名の豆知識や資料解説を掲載しています。

（活用編・
ワンポイント解説編）

紙媒体

◀ 令和３年度版
活用編

※ 令和７年度版
でも同様に作
成しています。

指指導書（Webサポート）
評価問題（テスト例）やプリントの作成などに役立つさまざまなデータを
収録しており、Webサイトからダウンロードしてお使いいただけます。データ

Word

PDF

JPEG

地
理
・
歴
史
・
公
民
指
導
書

地
図
帳
指
導
書

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
・
教
材



学習者用端末で自学自習ができるドリル教材です。生徒向けには自動採点や達成度表示、
先生向けには課題管理・評価アシストといったデジタルならではの機能をご利用いただけます。

各分野に応じた「見方・考え方」を鍛える問題

地理的な技能を身に付けられる「技能をみ
がく」と、地図資料を読んで考える力をさ
らにトレーニングできる問題を収録。

・単元や項ごとに、授業進度に合わせて生徒への提出期限や公開・非公開の設定が行えます。

・生徒の課題の提出状況が、一覧表で確認できます。
・提出済みや提出期限超過などの進捗状況により色が
　変わるので、提出期限前に生徒に声かけができます。

先生向け機能教科書内容の定着がはかれる基礎問題

単語問題や選択問題を解くと、その正誤
が自動判定されます。
繰り返し解くことができるため、
基礎知識の定着がはかれます。

進捗状況や解答結果が項ごとに一覧で確認できます。
章ごとに解答率（章の問題にどれだけ取り組んでいるか）、
項ごとに正解率をバーで表示します。
正答率に応じて金・銀・銅のメダルが付与されるので、
生徒のモチベーションアップにつながります。

・生徒の解答結果を一覧で確認できます。

バーの進捗やメダルでやる気アップ！

解答結果を確認して多くの生徒が解けて
いなかった問題は、授業でフォローする
ようにしています。
生徒の理解の状況がデータとしてすぐに
確認できるという点は、こうして授業内
容へのフィードバックができるのでとて
も助かっています。

マナシンカ導入校の声

マナシンカ導入校の声

生徒の学習の取り組み状況が全て可視化
できるので、「○○くんは家でよく勉強
しているね」「△△くんは全く取り組ん
でないけど大丈夫？」と生徒に声がけを
することができ、生徒が学習に取り組む
意欲を刺激するのに役立っています。

課題設定①

②

③

課題進捗管理

解答確認・分析

④ 学習ログの出力

ご注文前の確認事項やご利用までの流れは、Webサイトに掲載しています。

高等学校　デジタル準拠ノート導入校より

高等学校　デジタル準拠ノート導入校より

課題に設定すると、Google Classroom上で対象生徒に
通知ができるので、毎日の宿題としても活用できます。

・選択・単語・論述から地図タップ・なぞりなど、15種類の形式のオリジナル問題を作成し、
生徒へ配信できます。

・サンプル問題も収録しているので手軽に作成できます。
・指導書　Webサポート（別売）から入手できる教科書図版データや、先生が保有する
　画像も自由にアップロードして、問題作成に利用できます。

・生徒が問題を解いた日や時間帯を確認できます。
・生徒の日々の取り組みを正確に把握できます。

・各問題に埋め込まれている評価タグをもとに、
　正答率を自動集計してグラフ表示できます。

公民

歴史

地理

Google Classroomとの連携も可能！

課題管理

作問ツール

提出状況

学習行動履歴

解答結果

観点別レーダーチャート

正答率・解答結果出力

・グループ単位（クラス・学年など）で生徒の正
答率や解答結果の学習ログを CSV 形式で出力
できます。

商品の内容を詳しく
知りたい方はこちら ▶
令和６年 10月下旬公開予定

生徒向け機能

デジタル問題集

特設ページ「学習の前に」などを活用し、
社会の中で生じる課題について、さまざま
な立場をふまえて主体的に考えられる問題
を収録。

特設ページ「タイムトラベル」を活用し、イ
ラストを読み解きながら、その時代の人々
の状況について考えさせる問題を収録。

帝国　太郎
ていこく　たろう

まなぶる　花子
まなぶる　はなこ

地歴　公民
ちれき　こうみん　

地
理
・
歴
史
・
公
民
指
導
書

地
図
帳
指
導
書

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
・
教
材
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デジタル教科書・教材 動作環境デジタル教科書・教材 動作環境
※ デジタル問題集の詳しい動作環境については、p.2/22掲載の

QRコードからリンクしているWebサイトをご確認ください。
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・超教科書は BPS 株式会社の製品です。 
・Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
・iPadOS は、Apple Inc. の OS 名称です。iPadOS は、Cisco Systems,Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
・Intel 、Intel Core は、米国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。 
・Google および Google Chrome は、Google Inc. の商標です。
・QR コード ® は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

導入に関するお問い合わせは、帝国書院 Web サイト
「お問い合わせフォーム」をご利用ください。

クラウド版【おすすめ！】 アプリ版

使用方法 ● インターネットブラウザ上で使用
● プラットフォーム：超教科書クラウド

●  超教科書ビューアのアプリと教材データを端末
にダウンロードして使用 

▶  DVD は付属しません

対応 OS

●  Windows10 、11（64bit 日本語版）   
※ S モードは対象外

● iPadOS 15 以上
● Google Chrome OS（最新版を推奨）

● Windows10 、11（64bit 日本語版）   
　 ※ S モードは対象外
● iPadOS 15 以上 
▶  Chromebook は非対応です

推奨環境
● 解像度：1366 × 768 以上 （1920 × 1080 程度を推奨）
● CPU ：Core i3 以上を推奨
● メモリ：4GB 以上を推奨

使用条件

●   常時インターネット接続が必要
●   対応ブラウザ：Google Chrome 、Microsoft 

Edge 、Safari の最新版
●  使用者ごとにログイン ID とパスワードの設定

が必要（Google 、Microsoft 、Apple との
シングルサインオンが可能）

▶ 端末を変えてもすぐに使用できます！

● HDD 空き容量 各教材 2GB 以上

機能制限 ● なし ● 「学びコネクト」は使用不可

年度更新 ● 不要
▶ 常に最新の状態で使用できます！ ● 手動での更新が必要

Web サーバに
よる配信

● 非対応
● 指導者用のみ可能
※  Web 配信が快適にできる環境  

（Windows Server2012 以上）

利用統計情報
（学習ログ）提供

● 令和７年リリース予定 ● 非対応

お問い合わせ
フォームは

こちら

サンプル


